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○塩野座長 それでは、ただいまから第 18 回独占禁止法基本問題懇談会を開

催させていただきます。 

 本日から、前回会合で御紹介いたしました検討の進め方に沿いまして、順次

個別の論点についての検討を行うことにしたいと思います。 

 検討の進め方につきましては、資料１として配布しておりますので御確認を

いただきたいと思います。 

 なお、本日の検討のために幾つか資料を事務局に用意してもらっております

ので、事務局から資料の紹介をお願いしたいと思います。参事官よろしくお願

いします。 

○東出参事官 まず資料の確認をさせていただきます。 

 資料１から 16 まで用意してございます。会議次第と表題が付いております縦

紙の１枚紙の下の方に一覧表がありますけれども、資料１が前回参考資料とし

てお配りしました「検討の進め方」で、内容は前回お配りしたものと変わって

おりません。 

 資料２、資料３、資料４ということで論点メモを３つ用意させていただいて

おります。 資料５から資料 16 までは参考資料ということで、独占禁止法関係

の措置ですとか、二重処罰に関する諸外国の状況、それからカルテルに対する

制裁に関する諸外国の状況などをまとめたものを用意させていただいておりま

す。後ほど簡単に御紹介をさせていただきます。 

 それから、一番下に資料番号を振っていない資料がございます。こちらは課

徴金と刑事罰の関係につきまして学習院大学の高木先生の論文がございました

ので、参考資料ということで用意をさせていただいております。 

 資料の確認は以上です。 

○塩野座長 よろしゅうございますか。もし足りない点がございましたら事務

局の方にお申出いただきたいと思います。 

 順次議論に入ってまいりますけれども、いろいろな資料がございますので、

後から少し事務局の方で資料説明をしていただきたいと思います。この事務局

から用意していただいた資料のうちの２、３、４というのが議論をするための

論点メモということでございます。本日は時間の範囲内で２、３、４のどこま

でいくかということでございますけれども、12 時半ということで一応お時間を

取っていただいていると思いますので、その時間の範囲内でできるところまで

議論をしたいと思います。 

 それから、資料２、３、４にそれぞれ論点メモというものが出ております。

これは、これまでに委員の皆様から出された御意見、それから意見募集に対し

て寄せられた意見などを元に作成しております。ただ、作成の過程で、やはり

この点については論点としてある種の考え方みたいなものを、こういう意見が
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あればこういう意見があるというようなことで、多少事務局の方で補充してお

いた方がいいのではないかということもございました。それで、事務局で追加

した部分には波線が付されておりますので、この点は御了解いただきたいと思

います。この波線はおかしいということであれば、その御指摘ももちろん承り

たいと思います。 

 そこで、まず行政的な不利益と刑事罰との関係にわたるものですので、資料

２と資料３について事務局から説明をお願いします。よろしくお願いいたしま

す。 

○東出参事官 それでは、資料２と資料３との関係を御説明いたします。 

 まず資料２、横長の１枚紙でございます。こちらの方は違反抑止のための行

政上の措置ということで、どのようなものが考えられるかということを議論の

前提として整理をしたものです。この中の左側ですけれども、違反抑止のため

の行政上の措置として考えられるものといたしまして、まず、金銭的不利益処

分を除きます作為命令ですとか不作為命令。２つ目が金銭的不利益処分、これ

には行政上の秩序罰、あるいは課徴金、加算税、それから国税の通告処分です

とか道路交通法の反則金のような非刑罰的なものがあるかと考えております。 

 ３つ目は公表、４つ目が授益的処分の撤回ですとか停止ですとか、行政サー

ビス・許認可等の拒否というもの、５つ目が契約関係からの解除、６番目が度々

議論が出ております違反企業の代表者を対象とした不利益処分、こういうよう

なものが考えられるかということで整理をしてございます。 

 右側がそれに対応します現にある独占禁止法上の措置でして、作為命令・不

作為命令に対応するものが排除措置命令、それから金銭的不利益処分として課

徴金納付命令が現在ございます。それから、公表の関係は公正取引委員会は処

分等を公表しておりますけれども、４番目に対応するものといたしまして業法

による監督官庁による監督処分、契約関係の排除に関しては公共入札の関係の

指名停止がある。こういうような関係になっているということでございます。 

 この関連の資料といたしまして、資料５と資料６に独占禁止法上採られる処

分につきましての流れですとか、どういう手続でだれが処分を下すかというも

のを図解と表で整理をしてございます。 

 資料３にまいります。こちらの方は論点メモですけれども、行政上の措置と

刑事罰の関係ということで論点メモを用意しております。大きく論点は２つあ

りまして、行政上の措置というものであればどのようなものでも刑事罰との二

重処罰にならないか、あるいは二重処罰の禁止に当たる行政上の措置があると

すれば、それはどのようなものかというのが第１の論点です。 

 （１）ですけれども、金銭的不利益処分と刑事罰の併科が二重処罰となり得

る場合があるか、二重処罰になる場合があるとすればどのような場合かという
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ことが議論していただきたいところでございまして、二重処罰になり得る場合

にどのようなものが考えられるかということで例として挙げてございますのが、

不当利得相当額を超える金額を徴収したものである場合、あるいは不当利得と

は無関係に課される場合、事案の悪質性や重大性を勘案して賦課額を定める場

合でして、こういうような場合に二重処罰になり得る議論があり得るかという

ことで例として挙げてございます。 

 （２）のところは授益的処分の撤回といったような非金銭的不利益処分につ

いては刑事罰と併科されることが二重処罰に当たるとされた例はございません

ので、刑事処罰と弁護士法による退会処分、それから運転免許証の取消しと刑

事訴追について、このような御紹介をさせていただいております。 

 １枚めくっていただきまして２ページ目では、二重処罰の関係でこれまでに

出された主な意見ということで整理をしております。これは、これまで懇談会

で出された御意見ですとか、論点整理に寄せられました意見の中から主なもの

を抜き出して整理をしたものです。二重処罰の関係につきましては、課徴金が

現状の最大 15％程度の算定率ということであれば二重処罰の問題は生じない、

あるいは、刑罰と同視し得るほど例外的な場合を除いて憲法 39 条違反とはなら

ない、課徴金と刑事罰は目的において異なる、社会的強者であることの多い違

反事業者に深刻な人権問題が生じるようなケースは想定し難いというような御

意見、これらは、二重処罰の関係では問題がないというような御意見かと思い

ます。 

 それから、５つ目になりますけれども、改正後の課徴金の性格というのは行

政上の制裁となって刑事罰と類似のものになったので、併科は二重処罰として

問題となるという御意見もありましたし、改正後の課徴金は制裁としての機能

をより強めたものなので、課徴金と刑事罰の併科を合憲としました従前の最高

裁判例が引き続き妥当するか疑問だという御意見もございます。 

 それから最後ですけれども、従来の裁判所の判断との整合性から、課徴金の

水準が上がれば二重処罰の問題が出てくる可能性があるという御指摘がござい

ます。 

 ３ページにまいりまして、主な判決の状況を上の表にまとめてございます。

日本ですと、課徴金と刑事罰の併科を二重処罰に当たらないとした高裁判決が

ございますし、税法上の追徴税と刑事罰の併科を二重処罰に当たらないとした

最高裁の判例がございます。 

 それからアメリカですけれども、ハドソン事件というものがございます。こ

ちらは、銀行法の関係で民事制裁金と刑事処罰というものが二重処罰に当たら

ないとされた事例です。こういった二重処罰に当たらないが例外的な場合には

当たる場合があり得るという判決がありますけれども、これにつきましては括
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弧書きの中の①から⑤のような要件を満たした場合には民事制裁金が懲罰的と

いうことで刑事罰との二重処罰に当たり得るというような判断が示されており

ます。 

 ３ページの下の方の表ですけれども、学説の関係を整理してございます。前々

回ですかに御意見をいただきました高橋先生からのヒアリングの内容を整理し

たものが上の枠でございまして、刑事罰と刑事上の責任に該当する行政制裁の

併科というのは二重処罰に当たる、それから、刑事上の責任かどうかの判断の

メルクマールとしては道義的責任を負うものかどうかということが考えられる、

行政制裁の金額が高いことをもって刑事上の責任ということにはならなくて、

それは比例原則ですとか罪刑均衡の問題であろうとお話をされたというふうに

理解いたしまして、このように整理をしております。 

 下の方は、高橋先生のお話の中で引用されました佐伯先生の学説を整理した

ものでございまして、課徴金の関係ですと課徴金を含めた行政上の措置が制裁

であっても、それだけで憲法 39 条の刑事責任になるわけではないとございまし

て、ハドソン判決の例が引かれております。それから、制裁を併科することが

罪刑均衡の原則に反しないかどうかや立法者の制度目的に反しないかがポイン

トであるということで整理をされておられます。 

 ４ページ目にまいりまして、大きな２つ目の論点ですけれども、行政上の措

置と刑事罰の併科というのは二重処罰に当たらないとしたときに、政策論とし

てどう考えるかということでございます。論点としてありますのは、１つは違

反行為に対する金銭的不利益処分、課徴金と区別をして違反金というふうに名

前を付けておりますけれども、違反金と刑事罰を併科する併科方式の方の意義

と問題点、逆に、法人に対しては違反金に一本化する一本化方式の意義と問題

点というものであろうかと思います。 

 併科方式の関係につきましては、違反金と刑事罰を併科して両者の間で金額

調整を行わないというタイプと、併科してなおかつ両者の金額調整を行う、全

額あるいは一部を考慮するというようなタイプと２つあろうかと思います。 

 一本化方式につきましても、法人に違反金を課して個人に刑事罰を科す、法

人処罰だけを廃止するというタイプと、法人に違反金を課しまして個人の方も

含めて刑事罰をおよそ廃止してしまうというタイプと２つ考えられるかという

想定をしております。 

 そのほか、刑事罰に一本化してしまって違反金を廃止するといった一本化、

あるいは違反金と刑事罰と両方制度としては残しておくのだけれども、事案の

処理についてはどちらか選択して一方しか課さないということも理論的にはあ

り得る選択肢かと思います。 

 ４ページの下の方に表がございますけれども、カルテルに対する諸外国の金
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銭的不利益処分と刑事罰の状況を簡単に整理をしてございます。日本では課徴

金と、法人には罰金、個人には懲役、罰金となっておりまして、ＥＵではファ

イン一本です。ＥＵは国家ではありませんので、刑事罰はおよそあり得ないと

いうことでございます。 

 イギリス、フランス、ドイツにつきましては行政上の不利益処分がございま

して、法人に対しては刑事罰はなし、個人に対しては刑事罰ありということに

なっております。 

 アメリカは逆でして、行政上の金銭的不利益処分はなしで法人、個人に対し

て刑事罰がある。このような状況になっております。 

 ５ページ目、６ページ目に併科方式、一本化方式の意義と問題点をそれぞれ

整理してございます。 

 ５ページ目は併科方式についての整理でございます。併科方式の意義といた

しましては、違反行為に対しては課徴金の方で迅速・効率的に対応できる、そ

れから、法人を含めて刑事罰の対象とすることによってスティグマ効果と抑止

力効果を与える、カルテルですとか談合が犯罪であることが、より明確になる

ということ。 

 これに対して、問題点として指摘されるだろうということで想定しましたの

は、まず問題点の方ですけれども、改正後の課徴金と刑事罰の役割分担が不明

確で、機能・性格が重なっているのではないか、手続を重ねて行うことは効率

的ではないし、事件関係者にとって負担になるのではないか、主要国の競争法

では例がない、もう一つは、両罰規定というものが法人に対する処罰の在り方

として疑問があるのではないかということが問題点として挙げられるのかなと。 

 これに対する反論といたしまして右側に整理しておりますけれども、役割分

担の点につきましては、刑事罰というのは重大かつ悪質な事案に限定して科さ

れるので、現行の役割分担は十分機能しているという反論が考えられるところ

でありますし、手続の重複につきましては刑事告発は重大悪質な事案について

のみ行われるので、常に手続が重なるわけではない、刑事告発されるべき事業

者の負担への乖離を優先して抑止力を犠牲にすることは不適当なのではないか

という反論が考えられるということかと思います。 

 主要国の競争法で例がないということの関係につきましては、米国では刑事

罰と民事制裁が併科される制度というのは競争法以外の分野では見受けられる

ということです。 

 下の方に、先ほどの調整の関係が２つ整理をしてあります。Ａ１と書いてあ

るところは調整をしない方ですけれども、こちらの方は併科自体に問題はない

ので調整は不要だ、あるいは刑事罰の司法判断を事後的に行政処分で調整する

のは適当ではないので調整は不要だということかと思います。 
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 それから、調整は必要だという方につきましては、二重制裁や過重な処罰を

回避するためには調整行為を行うべき、あるいは現行法の半額調整は不徹底で

理論的ではないので全額調整としてしまった方がよいというような御意見があ

ろうかという整理をしております。 

 ６ページ目にまいりまして、一本化方式の方でございます。まず一本化方式

の意義といたしましては、併科が違憲でないにしても併科を避けて同じ目標を

達成できるならばその方が憲法上よろしいのではないか、それから、違反金の

水準を大幅に引き上げて抑止力を確保するというのが前提になりますけれども、

手続の重複を避けることによって事件関係の負担を軽減できる、法人について

は行政処分に一本化すれば簡明になりますし、欧州諸国、ＥＵもＥＣもそうで

すけれども、制度とも整合的になるのではないか、こういうものが考えられる

ところでございます。 

 問題点としてありますのは、法人の刑事処罰の対象にならないことについて

は違反金の引上げでは代替できないのではないか、あるいは、違反行為を阻止

できなかった代表者の責任ですとか、法人自体の責任を厳しく問われる近年の

流れに逆行するのではないか、従業員が刑事罰を科されて懲戒免職になる一方、

事業者は課徴金のみとなってしまうのは社会意識と整合するかどうか疑問では

ないか、一番下は事務局で追加した部分ですが、ほかの経済犯罪の多くに法人

処罰が設けられている中で、法人重科の規定もあります独占禁止法について法

人処罰を廃止することは適当か、このようなところが問題点として挙げられる

ところかと思います。 

 これに対する反論といたしましては、スティグマ効果の関係につきましては

刑事罰の感銘力が強いのであれば課徴金の名称を変えればよい、代表者の責任

については三罰規定が維持される、法人の責任については、法人には高額の違

反金が課されるということがございます。 

 それから、個人と事業者の方の不整合の問題ですけれども、法人への制裁は

行為者のみに責任を負わせることにはならない、行為者が刑事罰を科されるの

は特に悪質な場合だということが反論としてございます。 

 最後の点につきましは、独占禁止法については刑事罰金に加えて課徴金にな

る、しかも、その額が高額化してきているので、法人処罰が設けられているほ

かの経済犯罪と同じとは言えないのではないかというようなところが反論とし

て考えられる部分かと思います。 

 参考の資料といたしまして、資料７以下を簡単に御紹介させていただきます。

資料７が「二重処罰の禁止に関する主要国の状況」ということで、イギリス、

フランス、ドイツ、アメリカの関係を整理したものでございます。イギリスと

フランスに関しましては、刑事罰の併科というものが問題になるのであって、
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刑罰と金銭的制裁の併科というのは二重処罰の問題を生じないというような状

況でございます。 

 ドイツについても同様でございますけれども、刑事罰と過料の併科というの

は基本法違反であるという見解も有力ということでございます。 

 アメリカにつきましては、先ほど御紹介しましたハドソン判決のとおりとい

うことになっております。 

 資料８は二重処罰の関係の規定でございますけれども、日本については御承

知の憲法 39 条ですが、独占禁止法の関係では１ページ目の東京高裁の判決です

が、これは趣旨、目的、手続を異にするので違憲にならないということです。 

 ２ページ目は法人税の関係で、追徴税と重加算税、いずれも二重処罰の禁止

に当たらない、３ページ目は、非金銭的な不利益処分の方の例でございまして、

弁護士会の退会処分命令、道路交通上法の運転免許の停止というものが刑事罰

と併科になっても二重処罰の規定に当たらないというものです。 

 ４ページ目は、アメリカのハドソン判決の整理です。 

 資料９は、先ほど簡単に御紹介いたしました高橋先生と佐伯先生の御意見を

整理したものでございます。 

 資料 10 は、現行法で行政上の不利益処分と刑事罰が併存している例を整理し

た資料でございますし、資料 11 はその中で独占禁止法と証券取引法について抜

き出しまして若干詳しく整理をしたものです。一番下の段で、刑事罰と課徴金

の調整の関係を整理してございます。 

 課徴金の性格に関しまして、国会答弁と平成２年の「課徴金に関する独占禁

止法改正問題懇談会・報告書」を資料 12、13 ということで抜き出しております

けれども、課徴金については違反行為を防止するための行政上の金銭的不利益

処分ということで性格づけがなされております。 

 資料 14 ですが、「カルテルに係る違反抑止制度の国際比較」です。先ほど御

紹介しました行政上の金銭的不利益処分と刑事罰の関係を若干先ほどの表より

は詳しく整理したものでございます。資料の御説明は以上でございます。 

 それから一点補足ですけれども、いつも机の上に置かせていただいておりま

す今までの資料ですが、今回からは論点整理以降の資料を机の上に置かせてい

ただいております。ちょっと数が多くなりましたので、それ以前の資料につき

ましてはお手元にはありませんけれども、後ろの方に用意してございますので、

必要なときにはお申付けいただければ参照できるようにさせていただいており

ます。以上です。 

○塩野座長 どうもありがとうございました。資料に基づきながら議論をして

まいりたいと思います。まず資料２でございます。これは、この会議の最初の

ころに違反抑止のための措置にはどんなものがあるかということで、宇賀教授
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をはじめ、私も多少は説明しましたけれども、委員の皆様方からのいろいろな

御指摘も踏まえて出ていたものを整理したものでございます。 

 そこで、何かこれで足りないという点があれば後日御指摘いただくといたし

まして、今日の議論の過程の段階でどうしても加えられていないと議論がしに

くいという点があれば、そこはどうぞ今の段階で御指摘いただきたいと思いま

すが、いかがでございましょうか。 

○村田委員 資料５と資料６にも記載されていますが、監督処分、指名停止を

資料２に書いていただくのであれば、違約金も合わせて記載いただいた方がよ

ろしいのではないかと思います。 

○塩野座長 では、その辺は整理して必要があれば書きます。どうもありがと

うございました。ほかはよろしいですか。 

 それでは、今日の一番のテーマは資料３のところでございます。資料３の最

初の部分は、行政上の不利益処分と刑事罰を併科することについての憲法の二

重処罰がどうかという議論が生ずるのはどういう場合か。それから、政策論の

方は憲法論を全部クリアするわけにはいかないですけれども、ある程度クリア

したとして、仮に政策論として考えてみた場合にどういう問題点があるかとい

うつくり方になっております。両方ともこの検討会の非常に重要な問題点の一

つでございまして、今日はこういう見方もあるじゃないか、こういう見方もあ

るじゃないかということで一応御議論いただきますけれども、更に結論的なも

のは全体のスキームをごらんいただいた上でもう一度議論をしていただくとい

うつもりでおります。議論の進め方の２枚目の星印のところに、全部議論して

からもう一度振り返ってはいかがでしょうかと書いておりますのはそういう趣

旨でございます。 

 そこで、まず憲法に関する議論でございます。これは大分、議論をしていた

だきましたので繰り返す必要は余りないかと思いますけれども、行政上の不利

益処分には課徴金のように金銭的なものと非金銭的なものとがあります。それ

で、実は非金銭的なものも結構抑止力があるものでして、別の機会でございま

したけれども、営業免許の停止のように既に非常に強い抑止力を持つものがあ

って、これと刑事罰の併科が二重処罰に当たるのではないかという議論が民事

関係の方から提起されまして、私も今までそんなことは考えていなかったので

びっくりして一応の答弁はしたつもりでございますけれども、これは余り議論

はされていない、してこないで済んだということでございますので、ここのと

ころはもういいではないかということで一応済ませております。 

 資料で、金銭的不利益処分と刑事罰の併科についてどのような場合に問題に

なり得るか。それがここでのテーマになりますけれども、資料で３つの例示を

しておりますが、それぞれの考え方をお述べいただければと思いますし、また
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こういう見方があるのではないかという、それこそ事実の御指摘、あるいは問

題点の御指摘をしていただいても結構でございます。 

 それから、多少根本論と申しますか、そもそも金銭的不利益処分であればす

べて刑事罰との併科は問題だというお考えもあるかもしれません。それから、

金銭的不利益処分は、行政処分なのでおよそ問題とはならないという御意見も

あるかもしれません。それぞれのお立場もあろうかと思いますけれども、その

お立場での御意見を伺った上で更に細かい問題の指摘あるいは御意見を承れれ

ば幸いでございます。 

 そこで、ここで余り決め付けの議論をするのはいかがかと思いますけれども、

しかし、重要な問題でございますので、どうぞ御自由に御発言いただきたいと

思います。どなたからでも結構でございます。 

 では、村上委員どうぞ。 

○村上委員 私は資料３の１ページ、２ページに絡んで、二重処罰の問題なの

か、その後の政策論にも絡む問題なのかもわかりませんが、前回の独占禁止法

改正を行ったときに半額調整はやっているのであって、なぜ半額調整に至った

かという、そこのところの議論が基本的に抜けているのではないかと思います。

というのは、２ページの理由の中で付け加えてもらうならば、課徴金額と刑事

罰金額がともに高額になる場合には二重処罰の問題が出てくる可能性があるの

ではないか。これが、一番前回の改正で議論されたところだと思っています。 

 もう少し詳しく説明させていただきますと、独占禁止法のカルテル・談合に

ついての問題というのは、可能性としては法人への刑事罰金額、それから行政

制裁金額、ともに非常に大きくなる可能性があるものだと思っています。これ

が、多分ほかの二重処罰と比べる場合との大きな違いになるだろう。例えば、

我々の世界でビタミン剤の国際カルテル事件の場合、欧州委員会はホフマン・

ラ・ロシュ社という１社に対して日本円にして 500 億円の行政制裁金を課した。

同じ国際カルテル事件にアメリカは刑事罰金額で同じ会社に、またこれも日本

円にして 500 億円の刑事罰金額を科した。 

 そういう意味で、非常に大きな金額になった。いわゆる課徴金と刑事罰金が

どちらか選択できるのならば別に両方とも幾ら高くなっても一向に構わないと

思います。ただ、前回の改正で出た議論というのは日本みたいに両方を課す形

で、法人に対しては刑事罰金を科すし、課徴金も課す。それで、金額はそれぞ

れ時間とともにだんだん高くなっているというのが事実だと思います。そこで、

将来的にはこのままいくと非常に高い課徴金額なり、高い刑事罰金が課される

おそれがあるというか、そこは否定できないということになります。 

 具体的な例で挙げますと、仮に法人に対する課徴金というものが 100 億くら

いになり、法人に対する刑事罰金額が 100 億くらいになったような場合、一つ
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のカルテル事件で同一事業者にその２つを両方一遍に課すということが本当に

いいのだろうかというのが大きな議論になったわけです。 

 大部分の意見は、そこまで両方課す必要はないだろうというので、何とか両

方課さないで済む制度はつくれないかということで、控除制とか、制裁の振り

分けとか、選択制とか、いろいろな議論が出て、最終的には全額調整ではなく

て半額調整に落ち着いたというのが経緯だと思います。そこで、課徴金額と刑

事罰金額が共に高額になった場合には、やはり二重処罰の問題が出てくる可能

性があるのではないか。どちらかが大きいとかどちらかが小さい場合には問題

ない。両方が小さい場合にもそんなに気にしなくてもいいですが、仮に両方が

非常に大きくなった場合には二重処罰の問題というものが出てくる余地はある

のではないかと思いまして、そこはひとつ加えてもらった方がいいと思います。 

 もちろん二重処罰の問題というのはあくまでも現行の基準を前提にして議論

すればいいのであって、将来の問題はまたそれとは別にそのときに決着をつけ

ればいいという書き方ならば、憲法上の問題は今すぐにでないのかもわからな

いですが、その辺のことは議論してもらった方がいいし、まして政策的には両

方とも高額になったものに対して両者を課すということは、憲法の問題ではな

いとしても法の一般原則というか、同じ違反行為をやったもので同じ金銭的な

制裁を意味するような金額を必ず両方課さなければならないというのはむしろ

まずいのであって、できる限りそれは政策的に避けるような制度をつくった方

がいいであろう。前回の改正で大きな議論がされていましたし、私もそこのと

ころは少なくとも政策論については妥当する議論かという気がしますので、そ

の辺は是非議論の対象ということではよろしくお願いしたいと思います。 

○塩野座長 ありがとうございました。このことにつきましては、二重処罰の

点でございますので、資料３の１ページの（１）の例の最後のところに今のよ

うな御趣旨のことを入れようと思います。 

 ただ、物事の考え方は既にこの検討会で何度も出ておりました比例原則ある

いは過剰規制の禁止という憲法上の原則で、それは皆様の頭の中に入っておら

れることだと思いましたのであえてここには書いていないわけでございますけ

れども、再度御指摘がございましたのでもう少し具体的な形でここに書くとい

うことは結構ではないかと思います。 

 では、小林委員どうぞ。 

○小林委員 今の意見に関連して、これから議論を進めるに当たって注意すべ

き点があると思います。欧州あるいは米国においては金銭的不利益処分の金額

が非常に大きくなる可能性があり、同様な算出方法で、なおかつそれが行政制

裁金と刑事罰と両方かかった場合に、とんでもない金額になってしまうのでは

ないかという懸念が言われていますが、欧州にしましてもアメリカにしまして
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も金銭的不利益処分は基本的に一本でかけられているわけですね。 

 そうしますと、例えば今の 500 億円という金額のブレイクダウンは何なのか。

その 500 億円のうちのいくらが不当利得でいくらが制裁目的の金額と認識して

いるのかということになります。つまり行政制裁金と刑事罰２つを併科したか

らといって両方に不当利得がかかるということではないでしょう。ですから、

500 億円という金額が大きいだけに、行政制裁金と刑事罰両方がかかると金額

がさらに高額になっていくのではないかと思われがちですが、金額の大きさに

に単純に惑わされるべきではなく、これからそこのところをクリアにしていく

のだと思いますが、日本においては少なくとも今、行政制裁金と刑事罰という

ことについてはそれぞれ違う性格を持っている制裁であるという前提で考える

のであれば、欧州あるいはアメリカの高額というものをイメージして、ただ単

純に高額、高額と言うのは非常に危険であり、その内訳を理解する必要がある

と考えます。 

○村上委員 反論を認めさせていただければ、おっしゃるとおり建て前として

の行政制裁金と刑事罰金額というものは、それこそ刑事の手続で科されるもの

と行政手続で課されるもので性格が違います。 

 ただ、今、私が両方とも 500 億円の金額が出たというときに、何でその金額

が計算されたかというと、アメリカの刑事罰金額の計算であっても、欧州の行

政制裁金の計算であっても、計算のやり方というのは基本的に変わりません。

その域内において当該カルテル談合の対象商品の売上げに対して 10、20 という

一定パーセンテージを掛け合わせたもの、多分それは不当利得というものを反

映しているのだと思います。更にそれにいろいろな意味で加算減算をして最終

的に 500 億円ということです。 

 そういう意味では、法的な性格は違いますけれども、実際にその金額が出て

くる算定の過程を見るとかなり似た形でそういう金額が計算されています。私

はどちらか１本しかない国の制度の運用としてはかなり似たような感じがする

という意味で、実態とその背景は似ているところがあると思います。 

○塩野座長 そこの点は小林委員の御指摘も重要な論点だと思いますので、今

後具体的な政策に入ったときにはそういった問題を議論していくことになろう

かと思います。どうもありがとうございました。二重処罰との関係で、何かほ

かに御意見はございますか。 

 では、増井委員どうぞ。 

○増井委員 資料３の５ページと６ページに載っているスティグマ効果とい

うものについて、どなたかに御説明をいただきたい気と思います。 

 といいますのは、併科方式においては、スティグマ効果というものが一つの

柱になっているようです。しかし、そのように柱になり得ることなのか。例え
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ば、談合をやったのでマスコミに大きく報道されていろいろな不利益を被ると

いうようなことをスティグマ効果というものかも知れませんが、他にもし呼ぶ

のだとすれば、もう少し具体的にこういうものもある、ああいうものもあると

例を挙げていただきたいと思います。 

それはそれとして、仮にマスコミによって報じられたことによる不利益をい

うとして、これは刑罰の本来的な効果なのだろうかということが気になるわけ

です。刑罰というのは、罰金 20 億円ならば 20 億円、５億円ならば５億円を科

する、そのこと自体が本来の意義であり、効果であって、それがマスコミで報

じられた不利益があるからといって、それを簡単に支えとしてこの併科方式の

論拠とする点がわからないから、そこをもう少し詳しく御説明いただきたい。

何となくスティグマという横文字を出すというだけでは十分な反論になってい

ないと考えるわけです。 

特に一本化方式の場合であっても個人に対する処罰は残るという考え方です

と、実際上は難しいのでしょうけれども、それは運用次第であって、企業、事

業者の代表者まで捕まえて、それで刑罰を科すればスティグマ効果というのは

やはりあるではないか。法人の部分を外したからといってスティグマ効果と言

われるものがそんなに大きく減殺されるのだろうかという感じがします。また、

課徴金の場合であっても先ほどお話が出たように多額の課徴金が課されれば、

これはやはり相当な影響を持つ、場合によっては企業が破産に至ることもあり

得るわけで、相当なインパクトを持っているだろうと思います。 

つまり、特に、課徴金について重加算税などと同じように考えると、重加算

税を課された者は相当悪いやつだというような意識が国民の中にある。それは、

やはり課徴金も裏を返せばスティグマ効果というのはあるのではないかという

意味合いもあるわけです。そういうことも考えますと、刑事罰だけがスティグ

マ効果を持っていて、ほかはスティグマ効果を持っていないような理解は正し

いのか。 

 さかのぼって考えていきますと、課徴金というものも罰金というものも国家

による強制的な金銭上の不利益処分であって、しかも犯罪なり違反行為という

ものの抑止を目指すという意味では共通をしている。それなのにマスコミが取

り上げて報道すれば刑事罰、特に法人に対する刑事罰についてのみ、スティグ

マ効果があるということになるのか。そもそもスティグマ効果ということをお

っしゃる方はどういう点に比重を置いて考えておられるのか。時代と共に国民

の意識も変わっていくのではないかということを踏まえて、具体的にお話いた

だきたい。余り抽象的にスティグマ効果と一言で済まされるとわからないので、

お尋ねかたがた意見を申し上げたいと思います。 

○塩野座長 今の御発言は、二重処罰との関係もあるという趣旨でございます
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か。それとも、二重処罰の方はクリアしてあげるけれども、政策論の方でどう

かという方に重点がございますか。 

○増井委員 両方にまたがって、議論の前提としてということでございます。 

○塩野座長 わかりました。では、前提事実としてですね。それで、この検討

会でも西田委員がスティグマ効果についてかねて御主張になっているところで

ございますが、本日、西田委員は御欠席ということで前もって伺っておりまし

たので、西田委員から直接のお話は伺えません。 

 ただ、専門委員の今井調査員が今日出ておられますので、大体今のスティグ

マ効果というのは刑法学ではどういうふうなことでとらえられているのかとい

う点について、今井調査員の方から御説明いただければと思います。 

○今井専門調査員 今の御指摘の点は非常に難しいところでございますが、横

文字を使わないで申しますと、法定犯が自然犯化していくという説明が、一番

わかりやすいのかもしれません。 

 例えば、道路交通法違反の罪というのはもともとは規制犯であって、行政法

規によって何キロオーバーしたら処罰をするということになっておりますけれ

ども、だんだんとそれが社会のルールになっていって、人々は当然のこととし

てそのルールを守らなければいけないことになり、それに違反するということ

は今の危険運転致死傷罪に見られるように、殺人罪に近いように悪質で社会的

な非難に値するものであるというふうに人々の意識が変化していくことだろう

と思います。 

 スティグマ効果というのは、最終的にそのように社会に存在しているさまざ

まなルールの中で守らないといけない程度が強いもの、その違反に対して極め

て強い非難が向けられるもの、それを破ってしまったために、言ってみると村

八分と言うと少し語弊がありますけれども、歴史的にはそうなのですが、社会

の名の下においてあなたに不利益を科します、と。そういうラベルを付して、

あなたはタブーを破ったんだという効果を与えるということです。 

 それによって違反者自身が反省をして二度とそういうことをしないようにす

るという特別予防の効果が期待できますし、また他の社会の構成員にとっては

やはりそこにルールが存在していて、それを破ってはいけないのだということ、

つまり法を守ろうという意識が強化されていく。そういうことを広い意味でス

ティグマ効果と言ったり、スティグマ効果発生の前提として犯罪者であるとい

うラベルを張り付けるラベリング機能である、と言われております。 

 そう考えますと、今、御指摘のように、例えば脱税に関する罪というものも、

恐らく法定犯から自然犯化してきている。これも、大きく見れば、国家に対す

る詐欺の一類型のようなものですから、日本においても非常に悪いことである

という意識が強まっていると思います。 
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 また、ここで話題となっておりますような独占禁止法違反という行為は、ア

メリカにおいては 19 世紀の終わりから既にそうですけれども、法定犯ではなく

て自然犯である。横文字を用いて恐縮ですが、per se illegal だと言われてお

りまして、それ自体として悪い行為であるという認識が広まっています。この

点については、ほとんど議論の余地がなく、極めて悪質な行為であるとして理

解されていると言って良いと思われます。 

 そういたしますと、もしもそういう風な、かの国での発展があるということ

になりますと、日本においても同じく独占禁止法違反というものについての違

反の重大性を人々が認識してくるようになれば、同じように、社会意識あるい

は法執行における意識が変わってくることも、当然であろうと思います。 

 また、例えば企業に課徴金を課して破産してしまう。これは御指摘のとおり

でして、スピルオーバー効果と言われている事態です。一つの違反行為に制裁

を加えて他の波及効があったとき大変ではないか、という議論です。 

 しかし、個人が犯罪を犯して罰金刑を科されたときでも、払えないときは破

産しますし、更に労役場留置に行って体で金、つまり罰金を払わざるを得ない

わけで、スピルオーバー的効果が生じる点では、同じ仕組みになっています。

要は、二次的な、あるいは付随的な効果ということではなくて、違反自体の性

質として、per se として、どれだけ悪質な行為なのかということが、それに対

する制裁を刑罰的なものとするか、そこに至らない非刑罰的なものにするかの

違いを決めるのではないかと思っております。 

 これはあくまでも私の理解ですが、恐らく学会における基本的な認識にも近

いであろう、と思っております。 

○塩野座長 質問ですけれども、今井調査員はフランス、イギリスにも行かれ

たんですが、向こうではこの表にあるように刑罰は科していませんね。そうす

ると、ヨーロッパの人は独占禁止法違反、あるいは競争法違反の行為は悪いこ

とではないということなのでしょうか。 

○今井専門調査員 その点については、後でまた機会があれば触れたいと思っ

ておりましたけれども、ヨーロッパでも戦後、最近特にそうなのですが、独占

禁止法違反というのは非常に悪いことである。経済秩序の根本を揺るがす行為

で悪いことであって、本来ならば刑罰を科すに値するという意見が非常に強く

なってきています。 

 しかしながら、まずＥＵは、今日の表にもありましたけれども、スーパーナ

ショナルな主体なので、原則として刑事罰を科す権限はございません。ただ、

ＥＣの補助金等に対する詐欺罪などについては刑事罰を科すようになってきて

おり、変化が見られますが、いろいろ伝統のある国の集まりですので、ＥＣ全

体として刑事罰を科す権限を原則的に有する、というところまでには至ってい
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ません。 

 しかし、表のイギリス、フランスについて申しますと、先ほど書いてありま

したが、イギリスではコモンローの原則が法定犯である独占禁止法違反につい

ても適用されますので、理論的には法人を処罰することが可能である。フラン

スにおいても、刑法典に法人処罰の規定が存在しますから、法人処罰の対象と

して、明文で、独占禁止法に違反した法人というものを明記すれば、違反をし

た法人たる事業者を処罰することは可能であると言われています。 

 他方、ドイツは伝統的に非難の内容として道義的非難ということを強調いた

します上に、法人擬制説のような伝統的理解が強いものですから、法人に対し

てよい振る舞いをさせるべく刑罰を科すというのはナンセンスである、という

議論が強かったようであります。しかし、その代わりとして個人を処罰するこ

とで少なくとも現状では満足しようというのが、最近の動きだと思います。 

○塩野座長 ありがとうございます。 

 ただ、確認の意味でもう一度質問しますが、イギリス、フランスでもそれが

制度化されていない。しかし、悪いことであるということは前提になっている

わけですね。それで、これからの御議論の場合にも一本化方式を仮に取った場

合、そのときには企業は悪いことをしていないんだという前提では全くないん

です。悪いことをしているときに刑罰を科して、そして違反金を２つ課すのが、

より抑止力として効果的なのかどうかといった問題ということでこれから議論

をしませんと、日本の場合に一本化方式をどうぞおやりなさい。やった後にお

金だけいただきますよという考えではないのではないかと思ってこのペーパー

は整理されておりますので、そういうことでこれから御議論いただきたいと思

っております。 

 では、諸石委員どうぞ。 

○諸石委員 刑事罰と課徴金といいますか、行政制裁……。 

○塩野座長 言葉は何でも結構でございますから。 

○諸石委員 趣旨・目的が違うというけれども、どこが違うのだろうかという

ことと、もう一つは迅速・効率的という言葉は何を意味しているのだろうかと

いう質問でございます。 趣旨・目的が違うということですが、これは罰金で

あれ、課徴金であれ、同一主体の同一行為に対して同一構成要件で不利益を課

する。その目的は抑止効果にある。つまり、言葉を換えて言いますと、一般予

防と特別予防を目的としている。そこまでどちらも一緒ではないか。 

 では何が違うのかというと、主体が違う。片方は刑事司法手続、片方は行政

手続で、一つの行為に対して幾つかの国家機関がそれぞれの観点から寄ってた

かって違う、違うと言うことができるのかということにつながるわけでござい

ます。何が違うのかというと主体が違う、あるいは手続が違う。それ以外に本



 16

質的な違いは何があるのだろうか。当然違うのだという前提で議論をされてい

るのではないか。 

 それからもう一つは、迅速・効率的にやるのだということでございます。そ

う書きますと、それはいいことに決まっているという前提だと思いますが、こ

れを違う言葉で拙速、お手軽にやると言えば余りいいイメージを持たない。刑

事手続であれ、行政手続であれ、迅速な必要があるということは共通でござい

ます。現実を見ましても、刑事手続と公正取引委員会での手続とどちらが迅速

かと言ったら、実態から言いますと刑事手続の方が早い場合が多い。そうなり

ますと何が違うかというと、効率的というか、お手軽というか、立証の程度だ

とか、そういうものが簡単で済むという違いはわかりますけれども、それ以外

に何が違うのだろうかということがもうひとつよくわからない。趣旨・目的が

違うとか、迅速・効率的にという言葉だけで素通りされているのではないかと

いう心配をいたしまして発言をいたします。 

○塩野座長 その２つの違いというのはここでも何度か議論がありましたけ

れども、憲法学者の高橋教授の意見がここに出ておりまして、これが私は大体

今までの共通の理解ではないかと思っております。 

 つまり、道義的責任を問うか、そうではないか。こちらもやはり責任を問う

ているんですけれども、昔流の言葉で言えば自然犯に近いようなもので、しか

し法定犯でもやはり道義的責任を問うことにおいては変わりはないはずなので、

そこが大きく違うということだろうと思います。 

○諸石委員 道義的責任という要素が加わるのであれば、同じ行為に対する評

価として、あるものとそれに道義的非難といいますか、そういうものが加わっ

た場合に、そちらの方が大きくないとおかしいのではないか。 

 現実的には刑事罰というのは上限が５億円で、片方は過去の事例で理論計算

をしますと最高１兆 2,000 億、そうなりますと道義的非難を含めた方は５億で

そうでない方は青天井、そういうバランスからしてそういう制度がいいのだろ

うかということです。 

○塩野座長 それは、先ほどの増井委員の御質問のスティグマ効果とはどうい

うふうなものを考えるかということとの関係だろうと理解をいたします。御疑

問の点はわかりましたので。 

 では、増井委員、根岸委員とどうぞ。 

○増井委員 今のお話の高橋教授の道義的非難ですが、資料９に一番詳しいも

のがあるわけですけれども、これが私にはよくわからない。 

 刑事裁判の手続であれば、裁判所が被告人に罰金５億円を科すという判断を

する。そして、課徴金についても公正取引委員会が課徴金５億円の納付を命令

する。その背景にある思想のうち、抑止的な効果は両者共通をしている。他方、
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道義的な非難というものは、伝統的な考え方によれば、刑事罰の場合には比較

的強いということが言えるのでしょうけれども、では課徴金の場合にそういう

ものが含まれていないのか。私はそうは思わないのです。 

 先ほど今井調査員の方からお話がありましたけれども、独占禁止法違反の課

徴金であれ、国税違反の重加算税であれ、自然犯化している部分がある。そう

いうことになりますと、道義的な非難ということだけで刑罰と課徴金との区別

は、若干の色合いというか、程度の差はあるかもしれないけれども、それ以上

のものではない。これをもってのみ区別できるというのは少し無理があるんじ

ゃないかと私は思っています。 

 そういう意味で、私は恐らく今、諸石委員の言われた意見と同じ疑問を持っ

ているので、一言付け加えさせていただきます。 

○塩野座長 それは根本論なんですね。根本論と申しますか、もし課徴金に道

義的非難の要素があるとすると、それは課徴金としては憲法違反になると思い

ます。それは高橋委員も言っておられますし、私もそう思います。そうじゃな

いと説明できないんです。 

 ですから、そこをできるだけ緩和するために今まで政府は苦労をして不当利

得の剥奪ということを言ってきたのですけれども、それでは足りないというこ

とで前回、制裁的な要素が入りますと言いましたが、その場合でも政府の説明

としては、「道義的責任を問うものではありません」という説明で押してきてい

ると思うんです。 

 その背景には最高裁判所の判例があるものですから、最高裁判所の判例をよ

りどころにして議論が進んでいるということだと思います。最高裁判所の判例

の読み方としては、片方は道義的責任を問うているのに、こちらは行政上の措

置であるということですらっと説明しているものですから、そこを前提にして

いるといった点はございます。 

 ただ、自分の頭で考えると、増井委員が考えておられるような問題は常に残

るところだとは思いますけれども、現在の日本の法秩序をどういうふうに理解

するかという場合には、やはり最高裁の考え方を一応の前提にしないとなかな

か前に進まないということはあろうかと思います。 

 ただ、最高裁の判例はそうなんだけれども、根本的にどうにも自分は納得で

きないという方は、どうぞそれは御主張いただいて結構だと思います。 

○増井委員 そういう趣旨ではなくて、最高裁の判例というのも一定の立法を

前提として、あるいは立法事実と呼ばれるようなものを踏まえての判断であっ

て、いかなる場合にも通用するというようなものではないわけで、現行の独占

禁止法の場合には、私は２つの問題があると思っています。１つは課徴金の金

額が増えて制裁としての色彩が強くなってきている。そして、もう一つは先ほ
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ど出てきた課徴金と罰金の半額調整規定が置いてあり、共通の性質があること

を独禁法自体が認めているということを考えると、余り最高の判例を広げて考

えない方がいいんじゃないかという気がします。つまり、最高裁の判例が限定

的な場合について判断されているのに、それを拡大することについて私は疑問

を持っています。 

道義的非難が含まれているかどうかということについては、立法の経過もさ

ることながら、できた立法そのものを見て、やはりそこは道義的非難は含まれ

ていないと簡単に言い切れるのかどうか。自然犯的な色彩が強いとなると、そ

こは一定の非難の意味合いが込められているからこそ立法されたということは

どうしても否定できない。 

○塩野座長 それはケースですから、今度は強制制裁という気持ちが非常に強

くなって出てきたときに最高裁がどう思うか、更にそれが金額の値上げという

形で具体的に現れてきたときに最高の判例がどう動くか。それはわかりません。

ただ、若干の推測をして、ここぐらいまでならばという話しかできないと思い

ます。 

 では、根岸委員どうぞ。 

○根岸委員 今のような問題は法律学の基本問題みたいなところに関わって

いて、学会をやっているような気もいたしますけれども、もう少し現実的に議

論をする必要があると私は思います。 

 例えば、ヨーロッパやアメリカの比較ということがありますけれども、現実

問題としてアメリカやヨーロッパと比べて日本が併科しているといいましても、

やはり低過ぎるという現実があるわけです。それをまず前提にする必要がある

と思います。そういう意味で、現実的な基礎に立って議論する必要があると私

は思います。 

 スティグマ効果というのはもちろん私も十分わからないところがありますが、

今お話のとおりだと思いますけれども、私の理解では結局行政的な措置、民事

的なものがあって行政があって刑罰というふうに理解していて、刑罰というの

は悪質なものに対して最も重い不利益処分を科すということで我々は認識して

きたわけです。したがって、その手続も非常に慎重であり、証拠能力等々の問

題もやっているわけです。 

 それで、あくまでも私の理解では、これは犯罪であるということの烙印を押

すということがスティグマ効果の中核であると思います。そして、その犯罪で

あるという烙印を押すことによって、日本の社会あるいは国民というか、社会

的にこれは犯罪なんだということを認識するということで、他の行政上の措置

とは違うというふうに私は認識しております。マスコミの反応というのは過剰

な反応があるのかもしれませんけれども、やはりそれはそういう国民的な認識
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を踏まえたとらえ方をしていると考えます。それで、単に行政上の措置として

幾ら高くても、行政上のお金を取るというのと、犯罪としての烙印を押すとい

うのは決定的に違うと私は思います。 

 それから、西田委員は多分トカゲのしっぽ切りとおっしゃったと思いますけ

れども、国によって違うかもしれませんが、日本では個人が違反行為を犯すと

いうことはこれまでの日本の組織文化から見ればやはり法人のためにやってい

るわけであります。しかし、実行行為者の末端の人だけが処罰されて、ほかの

者は処罰が及ばないというようなことに対してやはり問題がある。それは法人

として処罰する必要があるんだということでおっしゃったと思います。 

 しかし、法人代表者に及ぶというのは極めて困難でハードルがかなり高いと

思いますし、これを安易にやることは刑罰という観点から見て好ましくないと

思います。 

 それから、先ほどお話もございましたけれども、この議論をする場合に我々

の日本の法律についての考え方というか、解釈というのは、やはり最高裁判所

というものが最後にあって、最高裁判所がどのような考え方を示しているかと

いうのは最も重要なことであって、ここでそれを全く前提にせずに議論するの

は現実的でない。学会で議論するのであればあるいはそういうことはあるかも

しれませんけれども、現実的に話をしようとすると、それを相当の前提として

議論していただきたいと思います。 

○塩野座長 ありがとうございました。では、村田委員どうぞ。 

○村田委員 先ほどから議論の出ております最高裁の判例というのは、あくま

でも課徴金が不当利得相当額であるとされていた時代の判決であって、「不当利

得相当額以上の行政上の制裁としての機能をより強めたもの」と説明された平

成１７年の改正後の課徴金に、従来の最高裁判例が直接妥当するかどうかにつ

いては疑問が残ると思っています。 

 また、改正法によってより高額の課徴金が課されるようになったことと、そ

れに伴う実際のマスコミ報道も含めまして、独占禁止法違反を行った企業に対

して道義的非難やスティグマ効果がないと本当に言い切れるのかということに

ついては、私も大変疑問に思っております。 

 二重処罰禁止規定の考え方については、反社会性、反道徳性に着目する道義

的非難というものが本当に刑事罰だけにしか当てはまらないものなのでしょう

か。先日高橋先生もおっしゃっておられたように、特定の金銭的制裁を刑事罰

金として設計するのか課徴金として設計するのか、あるいは道義的非難を伴う

ものとして設計するかどうかは、ひとえに立法者の意思あるいは立法者の説明

ぶりによるということになります。ということは、立法者の意思や説明ぶりに

よって、違憲か合憲かが決まるということになりますが、このような本来憲法
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によって規制される側である立法者の意思や説明ぶりによって、規制されるか

どうか、つまり合憲か違憲かが変わってくるということで本当によいのかどう

か、結局、人権保障規定としての二重処罰禁止規定をどう考えていくかについ

て、立法者の意思だけで判断するということでいいのかということについては

もう一度検討する余地があると考えております。 

○根岸委員 今、村田委員がおっしゃいましたことで、１つは最高裁の判決が

なされた時点は確かにそうかもしれませんけれども、しかし、それは不当利得

というものについてそういうことにとらわれずにやってよろしいということを

言っているわけです。したがって、その判決の時点は確かに改正法前の問題か

もしれませんけれども、最高裁は十分それを織り込んで判決しているわけです

から、それは判決の読み方の問題でありまして、村田委員のような読み方もあ

るかもしれませんが、多分私のような読み方の方が適切ではないかと思います。 

 それから、不当利得相当額以上の金銭的徴収であって、これは行政の制裁だ

という説明がありますが、実際のところ私の考えでは現実には不当利得を超え

ていないものがほとんどではないかと思うわけです。したがって、不当利得相

当額以上の金銭徴収と言っているのは、そういう金銭徴収もあり得るというこ

とを明示したということであって、現実にとられているそれがそうであるかど

うかは必ずしも検証されているわけではないし、かなり不当利得の範囲を超え

ていない場合が多いのではないか。したがって、全体として一律にその性格づ

けをすることには問題があるのではないかと思います。 

 それから最後ですけれども、どういうふうに刑罰や、あるいは行政上の措置

を設計するかの一番基本的なところは抑止効果をどうもたらすかということな

のであって、そこから検討しなければならない。そして、それも現実的には抑

止効果なのであって、理論上とか抽象的な議論では不十分ではないかと思いま

す。 

○塩野座長 ありがとうございました。 

○村田委員 現実的な抑止効果をどのような形で実現していくのかという問

題意識については全くそのとおりだと思いますが、現実に課された課徴金が不

当利得の範囲を超えていないのではないかと根岸先生がおっしゃったことに対

しては、何をもって課徴金が不当利得相当額以下しか課されていないとおっし

ゃっておられるのか、その根拠がよくわかりません。 

 特に課徴金が制定された当時は、実際に課徴金でもって不当利得を剥奪する

ということで、課徴金に加えて刑事罰金が科されるケースなど、日米構造協議

の結果、刑事告発方針が出されるまではありませんでしたし、ましてや発注者

の側がさらに追加で不当利得を違反企業に請求するということもなかったと思

います。しかし、少なくともここ数年の間は、発注者が不当利得相当額を別途
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当事会社から徴収し、それにプラスして違約金が課され、これらの制裁が、課

徴金と場合によっては刑事罰という独占禁止法上の制裁に上乗せされて、実際

に課されているわけです。つまり独占禁止法上の制裁はもちろんのこと、独占

禁止法以外の制裁もすべて現実化されている、さらには信用失墜・ブランドイ

メージの低下による企業価値の低下も大きいということで、独占禁止法上の制

裁だけではなく、企業の違反行為に対して実際に賦課されている不利益、制裁

を全体として、トータルで是非評価していただきたいと思います。 

○塩野座長 では、浜田委員どうぞ。 

○浜田委員 仮に一本化の方針の方をここで採用するとした場合には、当然の

ことですが、刑事罰の方にいくのか、課徴金の方でいくのか、どちらかに一本

化するということになりますね。その際、今この段階で行政的な制裁の方に一

本化するという結論を出すとしますと、現在まさに、独占禁止法の違反は重い

ものであって自然犯としてとらえるべきであるというように意識が変わってき

ていることを考えれば、逆行であると受け止められるのではないかと懸念いた

します。ですから、仮に一本化の方針を採用することがあるとすれば、罰金へ

の一本化であろうと思います。その場合には、罰金の決め方についても、上限

５億といった方式でいいのか。それとも、もっと別の要素を入れたアメリカの

ようなものにしていったほうがいいのかといった点を議論しなければならない。

そのような形での議論ならばあり得るのでしょう。 

 ですから、一本化の議論が仮にあり得るとしても、選択肢は、刑事罰に一本

化するのか、それとも今までどおりの併科方式の枠組みを生かしていくのか。

この二つであると考えた場合に、私はやはり今までのような併科方式の方がよ

いのではないかと思います。先ほど諸石委員から、迅速・効率と言っても拙速、

お手軽というのとどこが違うのかというお話がありましたが、しかし、やはり

そこは、日本ではそれなりに使い分けられてきたわけです。 

 したがいまして、この併科方式を取る場合には、課徴金の扱いは、今までも

迅速・効率的ということを重視してきたと思いますが、今後ともそのような性

格の違いをよく認識しながらそれを生かしていくのがよいと考えます。ですか

ら、余り裁量的なものにはしない。道義的非難に応じた金額を慎重にはじき出

すというのではなくて、できる限り事前に決まったルールどおりに運用する。

もちろん加算がなされたり倍額になったりとかでもよろしいのですけれども、

機械的に判断できるような要件を盛り込むという設計を重視していく。それに

対して刑罰ということになると、道義的非難に応じて、どの程度悪質であった

のかということを加味しながら処罰の内容を決めていくことになります。単に

金額が高額か否かというだけではなくて、そういう判断を経たものであるから

こそ、刑罰にはスティグマ効果があるといいますか、社会もそういうものとし
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て受け止めるようになるという、この使い分けですね。やはり２つ攻める道具

があった方が、結局全体として効果が上がると思います。ですから、私はやは

り併科方式の方がいいのではないかと思います。 

○塩野座長 ありがとうございました。 

 では、日野委員どうぞ。 

○日野委員 皆さんに刑罰のことについてお話をしておかなければならない

と思いますのは、今の御議論を聞いていると、刑罰は罰金しかないというふう

にお考えでお話をなさっているのがちょっと気になります。 

 申し上げるまでもありませんけれども、刑罰は死刑、懲役、禁固、罰金、過

料、更に付加刑として没収、そして没収ができない場合には追徴があるわけで

す。それで、独占禁止法の非常に特徴的な刑罰の体系は何かといいますと、懲

役と罰金が基本で没収の規定がないことです。これはなぜなのだろうか。没収

の規定は付加刑として刑法にも、例えば収賄罪の場合には不当利得といいます

か、収賄をした賄賂は没収すると書いてあります。没収ができない。つまり、

収賄した賄賂を使い切った場合にはそれに代わる価額を追徴すると書いてあり

ます。証券取引法もそうです。インサイダー取引によって得た金額を没収する

と書いてあります。また、没収することができないときには追徴すると書いて

あります。なぜ独占禁止法にその規定がないのだろうか。恐らく独占禁止法は

不当利得といいますか、利得を算定することが非常に難しいということからも

ともと法律の中に導入されていなかったのではないか。そうすると、それに代

わるものとして、１つは課徴金という刑罰とも行政制裁金ともつかないような

あいまいなもので、それを救済しようとしたのかなと考えるわけです。 

 これは私が立法者の意思を忖度しているわけですけれども、そうするとその

最高裁の判例の解釈を私はここでいたしませんが、当初は独占禁止法に没収、

追徴の規定が置けなかった代わりの役割を果たしていたのではないか。ですか

ら、刑罰とその課徴金の関係を考えていただくときには、なぜ独占禁止法に没

収、追徴の規定が入っていないのだろうかということをお考えいただいた上で

御議論していただかないと、罰金が刑罰のすべてであって、これだけで課徴金

との関係を考えればいいような御議論が進んでいるように思いますので、私か

ら一言お話を申し上げておきたいと思います。 

○諸石委員 全く日野委員のおっしゃるとおりで、今までの独占禁止法違反に

ついては不当利得の算定のしようがない。だから、何かで擬制をするのだとい

うことで立法以来 30 年経過したと思います。これは前回の改正のときに公正取

引委員会から、個別の不当利得額を集めて、それを平均したら 12％でしたか。

それで８割以上が何とかと、そういうような個別の不当利得額をお出しになり

ました。 
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 もし本当にそうおっしゃるのであればその根拠を示してくださいと申し上げ

たのですが、その詳細は示されなかった。ただ、それまで個別の不当利得額は

算定ができないとおっしゃっていたのを 30 年後に改められてそれを開示され

た。根岸委員の先ほどの御意見などもそういうものがベースにあるのだろうと

思います。そういう事実の変化がありますということを申し上げたいと思いま

す。 

○金子座長代理 ２点、申し上げたいと思います。 

 独占禁止法の建て前といいますか、仕組みは、当初独占禁止法が制定された

ときにアメリカのシャーマン法、それからＦＴＣ法の２つが前提になったと私

は思います。御承知のとおり、シャーマン法は刑罰法規です。それに対してＦ

ＴＣ法は刑罰を科すのでは市場の競争を常時ウォッチして競争的に確保するこ

とは難しいということで行政委員会としてのＦＴＣをつくり、ＦＴＣが常に市

場をウォッチし、そして反競争的な行為に対して排除措置命令を出すという形

で当該行為を市場から排除する、あるいはその行為を停止させる。そういう基

本的な構造です。それを日本に導入して日本に公正取引委員会をつくり、公正

取引委員会にウォッチをさせて排除措置命令を出させる。 

 他方で、シャーマン法の刑罰規定を導入して、競争を実質的に制限する反社

会的といいますか、そういう側面を持つものについては刑事罰を科するという

仕組みで発足をしてきた。そういう歴史があるということを、１つお話をして

おきたいと思います。 

 それからもう一つはスティグマ効果についてです。ある一つの法制度をつく

ったときにそれがどういう社会的な現象をもたらすのか。また、社会の中にど

のような意識をもたらすのか。これについては、技術的法規でもそれを遵守し

なければいけないという道徳的な考え方、それを反映して技術的法も守らなけ

ればいけないという効果が発生するということは、以前から、例えばラードブ

ルフが主張しているわけです。 

 こうした社会意識、社会現象の問題と、それから刑事罰あるいは行政的な制

裁を科するという制度、あるいは民事責任を追及する制度とは一応区別して考

える必要があります。制度を設計する場合には必ず制度の目的、性格、機能を

考えて制度をつくります。その設計の中で、さっき言ったような形で社会現象

あるいは社会意識として技術的なものであってもスティグマ効果が出てくるこ

とはあり得ることです。 

 しかし、制度は制度として一つの目的、性格、機能を付与されていますから、

課徴金制度はどのような目的、性格、機能を付与したのか。刑罰規定の目的、

性格、機能は何かを制度設計という観点から分けて考えてみる必要があります。 

 刑罰の場合には抑止力だけではなくて、行われた行為に対する応報的な側面
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を持っています。行為の反社会的、反倫理的な側面をとらえて、それに対して

どういう刑罰を科すことが望ましいのかという側面を有します。課徴金の場合

には行政罰として私はそういう側面ではなくて、行政法規に違反する行為を抑

止するという側面を有します。そういう制度の目的、性格、機能を分けて考え

て、その上で併科方式がいいのか、一本化がいいのかを考える必要があると考

えます。 

 私も浜田委員が言われたように、一本化した場合にはそれぞれの制度の目的、

機能が調和的に達成されるのかどうかということに非常に疑問を持ちますので、

併科方式が望ましいと思います。 

○塩野座長 いろいろ御指摘をありがとうございました。 

 では神田委員、増井委員とどうぞ。 

○神田委員 私は専門的なことには本当にかめないので今までお聞きしてい

たのですが、根岸委員、浜田委員、金子委員がおっしゃったことはすごくわか

りやすいですし、同感です。私は、この２つについてそれぞれ性格が違うとい

うふうにとらえたところから話を進めていくべきだろうと非常に話を聞けば聞

くほど思いますし、一般的な感覚はそうではないかと思いますので、理論的に

は話せないのですが、そういうところから話をもうそろそろスタートしていっ

ていいのではないかと思います。 

○増井委員 先ほど根岸委員から、現実を踏まえた方がよいというお話があり

ました。その点は私も賛成です。それから、浜田委員からは一本化するのなら

ば罰金の方にというお話がありました。 

 また、今、金子委員の方からお話があったようにいろいろないきさつはある

のでしょうけれども、差し当たって、日本の現在の独占禁止法を考える場合に

は、昭和 52 年に課徴金制度が導入された、これはどうして導入されたかという

と、外圧があったのかもしれませんが、要するに刑罰としての機能が十分でな

いということにかなり大きなウェートがあった。そういう現実があった。その

後の運用状況はどうかというと、先般、公正取引委員会の方から紹介があった

と思いますけれども、課徴金の納付命令の件数は過去５年間で 2,215 件、それ

に対して、刑事告発は過去 10 年間で７件という数字です。 

 外国の法制のこともよろしいのですが、そういう現実も踏まえて、やはりこ

こで問題になるのは現実に日本の独占禁止法の抑止力をどうするべきか、現実

に違反行為をチェックしていくにはどうするべきかを考えていくべきであって、

余り観念的な議論よりはそういう現実を考えていきたい。外国の法制も参考に

はなりますけれども、それが決め手にはならないので、そういうところをよく

御勘案いただいて方向をお決めいただきたい。 

○塩野座長 どうもありがとうございました。そろそろ休憩に入りたいと思い
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ますが、その前にちょっと整理をしておきたいと思います。 

 やはり抑止効果をねらうというのが基本的なスタンスである。先ほどの根岸

委員の言葉を借りれば、抑止効果は低過ぎる。だから、何とかして抑止効果を

高めるという御発言でありましたし、ほかにもいろいろもちろんございますけ

れども、抑止効果を高めるのにはどうしたらいいかといった考え方で懇談会も

できているんだと思います。 

 ただ、では何でもいいから抑止効果を高めるというのであればこの懇談会を

設ける必要はないわけで、やはり抑止効果を高めるにはいろいろな手法がある

けれども、理屈が通っていなければいけないだろう。その日本の理屈は、世界

標準から見て、通るのだろうか。日本法を考えるときに、私はいつもそれを考

えるんです。それと同時に、日本法としてこれが通用するものかどうかという

ことも考えなければいけないわけで、抑止効果が高まればそれでいいというだ

けのものではないと思います。 

 それからもう一つ、多少各論に入りますけれども、一本化のお話でございま

す。浜田委員の御発言でございましたけれども、私は刑事罰一本化は考えてお

りませんでした。そこで、一本化というのは違反金に一本化というサインとし

て、もちろんその場合には個人処罰は残ります。個人処罰を取れという御意見

もございますけれども、この案の形では個人処罰は残るだろうという思想の設

計で一応お示ししているところでございますので、最後はどうなるかわかりま

せんけれども、一本化方式にもう少しお付き合いいただきたいと思います。 

 それから、現実に抑止効果のことは今ちょうど増井委員からの御発言もあっ

たと思うんですけれども、今の刑事告発の件数からいきますと、結局総体から

見ると独占禁止法違反のことをやっている方は今の方が軽くて済むんです。つ

まり、ほとんど刑事罰にいかないとなると課徴金だけ払えばいい。ところが、

課徴金を一本化した場合にはそこの青天井がどこになるかはわかりませんけれ

ども、天井あるいは敷居がかなり高くなるということを前提にして初めて成り

立つ議論だと思います。 

 抑止力を高めると言って、しかし一本化するといった場合、今までの課徴金

額のままでは全く抑止力が高まったことになりませんので、一本化という場合

にはかなり課徴金が上がるということになります。 

 片や刑事罰と併科していますと、これは全体の比例原則なり何なりを考えま

すと、余りこちらは上げられないという制度設計が出てくる可能性があります。

刑事罰もあるのに課徴金をＥＵ並みになどというのは到底あり得ません。 

 そうすると、今のままの方が、独占禁止法違反のことをやっている人は得な

んです。課徴金だけ納めておいて、刑事罰は大体こないだろうということでい

きますので。 



 26

 ところが、刑事罰がなくなりますと課徴金はうんと上がりますから、そうす

ると課徴金でどんどんやられた方が抑止効果は大きい。 

 そこで、その次のシミュレーションなんですけれども、それを考えますと、

事業者にとってはどちらが得かというと、刑事罰を食らっても罰金が低ければ

破産はしないんです。ところが、課徴金を食らうと破産します。それで、従業

員は居場所がなくなるということになると、そこで抑止効果というのはどちら

が高いのだろうかという問題がどうしても出てくると思うので、そこら辺を厳

密に、多少緻密に議論をしていただきたいと思います。 

 そういう意味では自然犯的といいますか、罰はどうかとか、そういう話では

なくて、経済人といいますか、そういった方々はいろいろなことを計算しなが

ら行動をしますので、先ほど増井委員がおっしゃったように、もし刑罰にステ

ィグマ効果が非常にあっていいのならば課徴金は導入しないで済んだはずなん

です。課徴金を導入したのは刑事罰に余り抑止効果が働いていない。つまり、

スティグマ効果がないという前提でなければ課徴金は入りませんし、今度の改

正もないはずなんです。その辺のことも含めまして議論はしていただきたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ちょうど11時になりましたので、11時 10分までお休みをさせていただいて、

もしよろしければ少しこの次の項にも入らせていただきます。 

 

（休憩） 

                

○塩野座長 それでは、お約束の時間になりましたので会議を続けさせていた

だきます。資料３についていろいろな角度からの御議論が出てきましたが、多

少まだ発言したいというお気持ちのある方も伺っておりますので、しばらくの

間、資料の３に基づいた議論をしていただきたいと思います。 

○榧野委員 休憩前に塩野座長が、理屈が通らないことはできないということ

を議論していたのですが、あえて理屈にならない話を１つだけさせていただき

たいと思います。 

 実はスティグマ効果に関してなのですが、そのスティグマ効果を出す上で

我々マスコミの果たす役割というのはものすごく大きいと思うので一言だけ言

及したいと思います。先ほど根岸委員が制裁のグレードというんでしょうか、

それは民事から行政にいって刑事にいくという話をされました。私もそう思う

のですが、我々マスコミの書き方から言えば、まさにこういう順番が我々の頭

の中にあって、刑事罰というか、司法当局が乗り出せばどうしても扱いが大き

くなる。それが非常に大きな効果を持つということも確かだと思うんです。 

 先日の具体例を出せば、鉄橋の談合問題とか、それ前後の道路公団に絡む談
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合の問題なども、あれが仮に公正取引委員会の摘発による行政課徴金だけだっ

たらあんな騒ぎにはならなかった。当然検察当局が乗り出してきたのでああい

う話になったと思うんです。そういうことで我々も大きく書く。そういうこと

は、やはり抑止効果がすごくあるんだなと我々は思っています。 

 こういう話を我々は新聞記者というか、論説委員としていろいろな企業の幹

部の方などともよく会ってすることがあるのですが、改正独占禁止法が施行さ

れた前後から大手企業ですね、大手ゼネコンは５社が申し合わせてもう談合は

やらないと言ったとか、最近導入されたリーニエンシーを使って、特に名前は

出しませんが、大手企業が自主してきて談合が摘発されたという事件がありま

した。そういう経営者の方々に、なぜそういうことをしたんですかと我々が聞

くと、課徴金が大幅に引き上げられたとか、そういう問題があって、確かに経

営上の問題に談合が関わってくる可能性が高くなったのでやめるということも

あるのでしょうけれども、社会的にそういう談合やカルテルに対する目がどん

どん厳しくなってきて、これ以上マスコミとかに書かれて指弾されることは社

会的に耐えられないというのが彼らの一番の原因だと、何人かの経営者は言っ

ておりました。そういうこともあって、やはりマスコミで書くことはすごく重

要かと思います。 

 更に、我々が書く材料としてもう一回戻りますが、そういう刑事罰というも

のがないからできないというわけではないのですけれども、一つの手段として

は重要なものであるということもありますので、全くこんなものは法律理論と

は関係ない話なのですが、今後こういう議論をする中ではこういう現実がある

ということを皆さん頭の隅に置いて話し合いをしていただければ間違った方向

にはいかないのかなと思いますので、あえて付け加えさせていただきました。 

○塩野座長 どうもありがとうございました。 

 では、松井委員どうぞ。 

○松井委員 政策論の方しか話せませんので、そちらの方を何点かなのですが、

まず資料で、資料３の４ページ、５ページ辺りに海外の競争法との比較がある

んですが、国内のほかの制度との比較で余り反論等、それから政策論としてど

う考えるかということが載っていないので、例えば資料 10 のようなものをもう

少し要約したものを論点メモの方に入れていただければわかりやすいかと思い

ました。それが１点目です。 

 あと２点ほどですが、今お話の出ましたリーニエンシー制度なのですが、私

も理解をきちんとしていなくてこれと刑事罰の関係というのがよくわかってい

ないので、どなたか御存じであれば教えていただきたいですし、そうでなけれ

ば議論が必要かと思うのですが、リーニエンシー制度は御存じのように立ち入

り前だと１番目に自白した人は課徴金ゼロ％ということで、それが例えば非常
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に悪質な談合ないしカルテルであって、その後、刑事告発という話になったと

きに、そこでの自白ないし自首というものをどういうふうに勘案していくのか。

それを制度の中に入れていくのか、あるいは入れる必要があるのかというとこ

ろをもし御存じでしたら教えていただきたいですし、そうでなければ議論が必

要かと思います。それが２点目です。 

 ３点目はまさに今おっしゃられたことにも関わってくると思うのですが、や

はり諸外国、特にアメリカと比べた場合に日本は談合カルテル天国で、合法的

なカルテルも非常に多かった。そういう中から、その規範として競争規範とい

うものを根付かせていくために我が国の法体系として何をすべきかということ

が根っこのところにないと、議論が諸外国との法制度の意味での比較だけでは

ちょっと上滑りしてしまうと思います。 

 その意味からも、先ほどの日本の諸制度との整合性ということからも言いま

すと、やはり私は併科方式に割と賛成という立場なのですが、その中でも半額

調整規定というかなり玉虫色のものがあって、これは恐らく課徴金の 10％なら

ば 10％という算定率を所与とすればただの綱引きになってしまうと思うので

すが、もう一つの考え方はここではきちんと調整する。全額調整する。ただし、

課徴金の算定率として特に悪質と思われるようなものに関しては、今でも累犯

に関しては 15％というものはありますけれども、もう少し柔軟に対応するよう

な制度を考えていくことも必要になってくるかと思いました。以上です。 

○塩野座長 どうもありがとうございました。資料 10 のつくり方の御質問が

ありまして、それについてもしほかに併科の例があればということなのですけ

れども、余り例はないんですよね。 

○東出参事官 課徴金のようなものは行政上の措置としては余り例がないと

承知をしておりまして、もう少し探してみますけれども、見つかるかどうかは

ちょっと自信がないところです。 

○塩野座長 放置違反金は秩序罰ですけれども、あれは罰金と併科していまし

たか。 

○宇賀委員 あちらの方は過料とは別の秩序罰という構成になっております。 

○塩野座長 秩序罰でも最高裁の判例は併科可能だというんだから、あれは罰

金は別にありましたか。放置違反金に一本化したんでしょうか。 

○宇賀委員 実際に運転した者に関して刑罰があって、その前に非刑罰的処理

として反則金があり、その反則金が払われないときに放置違反金という構成に

なっております。 

○塩野座長 余りないものですから、大体この程度が標準的なものということ

です。 

 それから、リーニエンシーの範囲について公正取引委員会の方からどうぞ。 
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○松山局長 今リーニエンシー制度と刑事罰の関係の御質問があったのです

が、昨年刑事告発の方針を改訂しておりまして、１番目の申請があったリーニ

エンシー申請者については刑事告発を行わない方針であるということを公正取

引委員会として公表しております。 

 ２番目、３番目のリーニエンシー申請者についてはケース・バイ・ケースで

判断していくことにしておりまして、１番目につきましては公正取引委員会が

そういう告発方針でするということを法務省・検察サイドも尊重する。告訴不

可分の原則ということがありますので、実際に事件として公正取引委員会の刑

事告発を受けてやっていきますと、公正取引委員会以外の特定のリーニエンシ

ー申請の１社目の会社を告発しなくても、全体の事件として構成していく過程

においては捜査の対象とする形になりますので、最終的に起訴があり得るとい

うことは法制度上あるわけでありますが、そうしますとリーニエンシー制度自

身が十分機能しなくなってしまう、インセンティブが失われてしまうというこ

とになりますので、そこは公正取引委員会のそういう方針を尊重するというこ

とを国会における法務省の刑事局長の答弁ではっきり言われているという状況

であります。 

○塩野座長 それから、３番目の外国法と日本法との関係の御発言はまさにそ

のとおりだと思うんです。ですけれども、それはきちんと説明しないといけな

いので、ただ併科方式が抑止力が高いんだというのではちょっと外人に対して

説明できないですね。恐らく今おっしゃったように日本の現状にかんがみれば

ということなのですけれども、その辺をどういうふうに見るかという点はいろ

いろまだ議論はあろうかと思います。 

 問題は、談合に集中しているんだったら、それは談合の問題として考えると

ころが重要なことであって、およそ一般的にということになるかどうかという

点もございますが、御指摘の日本の事情というものを十分考えるということは

確かにおっしゃるとおりですし、日本法の整合性ということも非常に重要な点

だと思っています。どうもありがとうございました。 

○村上委員 今、松井委員の言われたこととの絡みですが、私は塩野座長が最

後にまとめられた違反抑止力のところはそのとおりだと思います。行政制裁金

というか、違反金をメインにした場合には、それは対象する談合の行為という

のは刑事罰にいかないですからものすごく広がっていくんだと思います。それ

から、金額的には違反金の方がはるかに罰金額よりは多額になることがあるの

で、そういう意味での違反抑止力は非常に高まる。 

 ただ、本当に当該大企業が破産までするかというと、例えばヨーロッパなど

を見ていますと、先ほど 500 億という金額を申し上げましたけれども、そのく

らい取られたから、では破産するかとか、つぶれるかというと、世界的な多国
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籍企業なわけです。それが一つの管轄地内での全部の商品でなくて当該商品だ

けの売上げをベースにした金額で制裁金額とか違反金額が決まりますから、つ

ぶれるどころか、ほとんどはそのくらい高額であっても余り事業には影響ない

というのが正直なところです。そういう意味では、破産にまでいくような制裁

金の設計というのはかなり難しいのではないか。 

 ただ、確かに制裁金の方がはるかに刑事罰金額よりは高くなるだろうし、し

かも幅広い談合なりカルテルの案件に対して適用されていく感じになるだろう。 

 ただ、もう一つ、これも永遠に決着がつかないように思うのですが、刑事罰

も別に法人に対する罰金だけではないのであって、個人に懲役刑とか、実刑と

かそこまで見なければ刑事罰の抑止力というのは結局はわからない話なので、

ある意味では法人への罰金額の抑止力というのは少くとも、事件数は少なくて

も仮に自分の会社の従業員が現実に逮捕されて実刑で刑務所に入れられるとい

うのはかなり大きな抑止力になってくる。そこは決して否定できないわけなの

で、そういう意味では両方必要だというのが大体普通の感覚だろうと思ってい

ます。 

 ただ、議論はさっき言ったように、そのときでもやはり法人処罰までやる必

要があるか。個人に刑事罰を科したときに法人処罰までやる必要があるか。も

しくは全額控除制みたいに本当に併科した場合であってもどうしても金銭を両

方取らなければならないのか。取らない制度が政策的にできるのならばそちら

の方がベターではないか。私はそういう考え方もあると思うので、最初に言っ

たように二重賦課の解消というのができるような法制度をつくるならば、その

方が望ましいだろうという感じを持っています。 

○塩野座長 どうもありがとうございました。 

 大体出るべき議論は出たのではないかと思いますので、今後個別論点に入っ

ていくときに一本化方式を取るとここはどうなるかとか、裁量制がもう少しで

きるのではないかとか、併科方式を取ったらさっき浜田委員がおっしゃいまし

たように機械的に切っていくということなのですが、そうすると今と全然変わ

らないんですね。 

 それでいいのかという議論とか、それから審査方式も変わってくるのか、変

わらないのかとか、個別問題に入っていくといろいろなことが入ってきますの

で、そのときに今日のような根本論のことを背後に控えながら御議論いただけ

ればと思います。今日のお話を伺っていますと、そう簡単にどちらかというこ

とにはまとまらないだろうと思います。大体の意見のバランスはわかりました。 

 そこで、続きまして資料４に入りまして、少し細かな点ではございますけれ

ども、違反金と言っている場合にこれをどういうものとして制度設計をするか。

これは二重処罰をクリアした場合だってもちろんあるわけでございますので、
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その辺の御議論をいただきたいと思います。 

 それでは、事務局の方から資料の説明をお願いします。 

○東出参事官 資料４の「違反行為に対する金銭的不利益処分の在り方」とい

うタイトルの横長の資料でございます。 

 大きな論点は２つございまして、まず第１が違反金の性格をどのようなもの

としてとらえるかということでございます。違反金の性格づけといたしまして

は（１）のところにありますけれども、不当利得相当額を超えるものを取るの

であれば「行政上の制裁」であるという考え方もあるでしょうし、違反金はあ

くまでも違反抑止のための処分なので、不当利得相当額を超える水準かどうか

によって性格が変わるものではないという御議論もあろうかと思います。それ

を例示してございます。 

 もう一つは、度々議論で出てきます「行政上の制裁」というのは一体どうい

う定義なのだろうかというところでございます。それを定義することによって

どういうことが明らかになるのだろうか。行政上の不利益処分ということで資

料２で幾つか挙げましたけれども、そういう一般の行政上の不利益処分と「行

政上の制裁」と言われる行政上の不利益処分というのは一体どこが違うのだろ

うか、あるいは、刑事罰の方との共通点とか相違点というのはどういうものが

あるのだろうかというようなところが論点になろうかと思います。 

 もう一つは今申し上げたような違反金の性格のような話が併科方式、一本化

方式のいずれを取るかによって影響されるのか、あるいは、逆の方向に影響が

働くのか、こういうところが論点になろうかと思っております。 

 これまでに出された主な意見ですと、課徴金の性格につきましては改正後の

課徴金の性格は「不当な利得の剥奪」から「制裁」へ変わったのだ、あるいは、

「行政上の制裁」としてしか説明できないというような御意見もありますし、

あるいは改正後の課徴金であっても現行の課徴金というのは不当な利得と無関

係に賦課される行政制裁金とは言えないという御意見もございます。 

 現行の課徴金、改正後の課徴金ですけれども、「不当利得相当額の返還」に「抑

止効果」を加えたものであるという御意見もありますし、逆に課徴金の不当利

得の徴収としての性格を維持すべきだという御意見もございます。 

 １枚めくっていただきまして２ページ目で２つ目の大きな論点でございます

が、違反金の算定方法をどうするか、考慮要素をどの程度にするか、裁量性を

認める、認めない、あるいはどの程度のものとするか、不当利得相当額との関

連というものをどうするか、ここら辺のところが論点になろうかと思っており

ます。 

 １つ目の不当利得相当額との関係ですけれども、違反金の水準の問題として

不当利得相当額を根拠とする必要があるかどうか、あるいは、不当利得相当額
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に拘束されずに違反金を賦課することによる法制上の制約があるのか、ないの

か、アの併科方式・一本化方式のいずれを採用するかによってその結論が異な

ってくるのだろうかというところが論点になろうかと思っております。 

 主な意見といたしましては、違反金とか違反行為抑止のために必要な額を徴

収すべきで、不当利得相当額に拘束される必要はないという御意見もございま

すし、不当利得相当額に拘泥する必要はないけれども、やはり不当利得相当額

というのは考慮要因の一つであろうという御意見もございます。不当利得相当

額をベースにしないとしても、いずれにしても算定方法には合理的な根拠が必

要であるという御意見もございます。 

 （２）は違反金の算定方法の関係ですけれども、１つ目は考慮要素の関係で

すが、アのところにありますけれども、違反金は事案の実情に応じて算定され

るべきか、それとも、行政処分としての効率性を重視して簡潔に計算できるよ

うにすべきか、２つ目が、その違反金の算定における裁量性の程度をどうすべ

きか、それから、ア、イにつきまして併科、一本化方式のいずれかによって影

響が出るか、結論が異なるかというところが論点になろうかと思っております。 

 ３ページ目以降で、考慮要素の話と裁量の話というものを整理してございま

す。３ページ目ですが、事案の実情に応じて算定されるべきか、簡潔な制度に

すべきかという点ですけれども、まず事案の実情に応じて算定すべきという方

式を取った場合の意義といたしましては、実質的に公平な結果が確保できる、

コンプライアンス体制の整備を軽減要因にすれば、コンプライアンス体制の整

備の促進につながって実質的に執行力の強化につながるということが考えられ

るところでございます。 

 問題点の指摘として想定されますのは、悪質性の判断に時間を要するので迅

速性・機動性を損なうのではないか、違反事業者に争う余地が増えて、審査・

審判が長期化して執行力が低下する可能性があるのではないか、悪質性の判断

というものですとか行為者の主観面の考慮というのは行政措置としての課徴金

になじまない、そういうものは刑事罰で考慮すればよいのではないかというよ

うなところです。 

 それに対する反論といたしましては、調査への協力の程度を軽減要因とすれ

ば、調査が円滑になるので迅速性・機動性の点は大丈夫ではないか、あるいは、

争う余地の関係については要件を法令ガイドラインで具体的に定めて透明性・

予測性を高めれば大丈夫ではないか、最後の悪質性は刑事罰において考慮すれ

ばよいという点につきましては、併科方式を前提とした議論であって、一本化

にすればそこは解消可能な問題ではないかというようなところかと思います。 

 簡潔な制度とした場合の意義といたしましては、迅速・機動的な処分が可能

になる、法執行の実効性が確保される、課徴金の算定基準が一義的に明確であ
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るというのがリーニエンシー制度を有効に機能させる上でいいというところか

と思います。 

 問題点といたしましては、一律の算定率の違反金を課すのでは、企業の努力

とか公正取引委員会への協力のインセンティブが失われてしまうのではないか、 

これに対する反論といたしましては、悪質性の判断や主観面の考慮というのは

行政措置としての課徴金にはなじまないのではないか、このようなところが対

立点かと思います。 

 １枚めくっていただきまして、４ページでは裁量性の関係について整理をし

てございます。算定における裁量性は限定的にすべきであるというものと、広

く認めるべきというものと２つ挙げてありますが、まず限定的にすべきという

ことの意義といたしましては、迅速・機動的な処分が可能になる、法執行の実

効性が確保される、予見可能性・透明性が高まるというところかと思います。 

 問題点といたしましては、実質的に公平な結果とならないではないか、ある

いは、違反金が制裁としての性格を持つのであれば刑罰と同様に裁量が認めら

れるべきである、事案の実情に応じた算定を求めるのであれば、裁量性を認め

ないのは非現実的なのではないかというようなことが想定されるところです。 

 これに対する反論といたしましては、併科方式を採用するのであれば行政処

分に当たって司法、検察のような裁量性を持つ必要はないのではないかという

ようなことが考えられます。 

 もう一つのパターンの算定において広い裁量を認めるべきではないかという

方ですけれども、こちらの方は違反の実情に即して公平な結果となるというと

ころが意義であろうと思っております。 

 問題点といたしましては、公正取引委員会の恣意的な裁量の余地を排除すべ

きではないか、余りに裁量の幅広い制度とすると法執行面で支障が生じるので

はないかということが想定されるところでして、これに対する反論といたしま

しては事案の実情に応じた算定を求めるということであれば、裁量性を認めな

いのは非現実的である、一本化方式を採用しているＥＣの競争法も、算定に当

たって裁量が認められているというようなことが考えられるところです。 

 この関係の資料ですけれども、資料 12 に現在の課徴金の性格についての国会

答弁を抜き書きしてございます。違反行為を予防するためには行政庁が違反事

業者に対して金銭的不利益措置を課すというのが性格づけということになって

おります。 

 次のページに参考までに証券取引法の課徴金の方の答弁を抜き書きしてござ

います。 

 資料 13 は、平成２年に行われました原則 1.5％から原則６％に上げるときの

課徴金の改正に関係しまして、課徴金に関する独占禁止法改正問題懇談会とい
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うもものが行われたわけなのですけれども、そのときの報告書の抜き書きでご

ざいます。課徴金の性格については上の方の３の（１）のところでございまし

て、違反行為の抑止を図り、カルテル禁止規定の実効性を確保することが目的

である、（２）のところで、課徴金の水準については十分な抑止効果が期待でき

るものとして設定されることが妥当である、裁量につきましては下の方に書い

てございまして、（２）のところですが、裁量性を導入するほどの積極的な理由

を見出し難いというのが結論でありますけれども、理由として挙げられており

ますのは措置の迅速性の問題ですとか、悪質性というのは課徴金の額を審査す

る必要性が乏しいというようなところが以前の検討の際の議論でございます。 

資料 14 ですが、こちらの方は先ほどの金銭的不利益処分と刑事罰の併科の関係

ですけれども、最高額ですとか、その辺の数字を整理してございます。 

 資料 15 が考慮要因等ですけれども、共通いたしますのはＥＵ、イギリス、フ

ランス、ドイツ、オーストラリア、韓国とも上限が決まっているというところ

でございます。それから、いろいろな考慮要素を考えて算定をするというとこ

ろも共通しておりますけれども、算定の際の考慮要因が比較的かちっと決まっ

ておるところと、ふわっとしか決まっていないところと、国によっていろいろ

ということでございます。 

 資料 16 として、ＥＵのものが一番、ガイドラインとしては詳細に考慮要素が

並んでおりますので、それを整理したものを付けてございます。考慮されたも

のとしては、売上高とか期間のほかに反復ですとか調査協力、主導的役割を果

たしているかどうか、限定的関与だったかどうか、違反行為を中止しているか、

過失はどうか、調査協力、このようなことがＥＵの方では考慮要因になってい

るというようなことでございます。 

 資料の説明は以上です。 

○塩野座長 どうもありがとうございました。あと１時間程度しかございませ

んので、そんなに詰めた議論にまで至ることはできないかもしれませんけれど

も、この機会に各方面からの御意見を賜われればと思います。 

 まず浜田委員、どうぞ。 

○浜田委員 資料４の３ページの表でございますけれども、コンプライアン

ス体制の整備が表の「事案の実情等に応じて算定すべき」の欄に盛り込まれ

ている点について発言させていただきます。 

 コンプライアンス体制の整備を、この際、独禁法の規制にも何とか取り込

めないかという方向で、以前から発言をしておりました。他方では、やはり

併科方式でいくのがよいと思うようになっており、迅速に処理できる簡潔な

制度とすべきであるという考えに傾いているわけです。その矛盾が、この表

で問われているような気がいたします。 
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それからまた、コンプライアンス体制を考慮要素に入れることについては、

コンプライアンスがしっかりしていたのであれば違反行為は起こらなかった

はずではないかとか、パブコメなども含めていろいろな御意見が出されまし

た。それらを拝聴しながら、次のように考え直してみました。 

ここで参考としうるのは、リーニエンシーが非常に効果の上がる制度であ

ったということでしょう。重要なのはやはり、当事者に対するインセンティブ

だということですね。そうしますと、このコンプライアンス体制についても、

むしろ将来に対するインセンティブになるような、簡潔で運用の容易な制度と

してここに盛り込むことを考えた方がよいのではないか。例えば、会社がコン

プライアンス体制を整備して、しかも今後一生懸命やりますということをきち

んと約束するならば、何割か軽減します。その代わり、その後たとえば 10 年内

に、もしも何か違反行為があったとしたら、その際には違反金は倍額いただき

ますとか、３倍額いただきますとかいうことにします。コンプライアンス体制

の整備を考慮要素に入れる際にも、基本的な性格をそういう将来に向けての約

束の体系にしてしまえば、運用が簡単ですし、かつ本当に関係者は皆、必死に

なって再発させないように努力されるのではないでしょうか。 

 ですから、コンプライアンス体制の整備も、この資料 4の 3ページの表の上

の欄ではなくて「簡潔な制度とすべき」とある下の欄に持ち込めむことも工夫

次第で可能なのではないかということを考えてみましたので、少し発言させて

いただきました。 

○塩野座長 どうもありがとうございました。これは一応の定性的なもので、

定量的に入れたわけではないので。 

○浜田委員 これまでに議論してきたことからすれば、この表のままでもちろ

んよいのですけれども、表の下の欄に入るようなコンプライアンス体制の要素

の組み込み方を考えてみることも可能なのではないか、リーニエンシーの効果

を見ると、そのようなインセンティブ重視の設計も機能するのではないかとい

う気がいたしましたので、新たな提案として申し上げたということです。 

○塩野座長 どうもありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 では、小林委員どうぞ。 

○小林委員 先ほど前半のまとめのところで座長の御意見がありましたので、

そこについて企業経営という立場から申し上げたいと思います。金銭的不利益

処分の在り方、考え方について、企業の経営という点から言いますと、やはり

一番重要なポイントはそうした取引に関与することが、そこから予測される利

益に見合わないリスクを取ることになるのかどうか。これが一番大きな判断の

基準だと思うんです。ですから、その取引から予測される利益以上の何か不利

益なことが将来的に起こるとなれば、経営上そういった取引はしないというの
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が基本的な考え方だと思います。 

 そうしますと、その予測される利益に見合わないリスクというのは何かとい

うと、１つは利益を上回る金銭的な不利益を何らかの形で得る可能性があると

いうこと。それからもう一つは、将来の収益の可能性を失うということ。この

２点だと思うんです。恐らく企業の立場から考えて一番の抑止というのはやは

りそこの部分だと考えます。 

 そうしますと、違反金に関する考え方というのは、どれくらいの利益が取れ

るかというのは事前に予測できるわけですから、ではそれに対して見合わない

どれくらいのリスクがあるのかということを逆に想定できるような算定方式と

いうものが有効なのではないか。つまり、予見可能性というものが極めて重要

な要素となり得る企業経営という立場からすると、実は非常に重要な要素にな

るのではないかと考えます。 

 ですから、不当利得という議論を今までされていますけれども、実は不当利

得というのはそれを失ってもマイナスにはならないわけです。ところが、それ

を超えてマイナスになるということがやはり抑止という意味では非常に重要で

ある。それから、そのマイナスがどれくらいになり得るかが予見できるという

ことが抑止という部分に関して非常に大きな効果があるということかと思いま

す。 

○塩野座長 ありがとうございました。それは計算の根拠の辺りになりますね。 

○村上委員 多少学者的な興味なのですが、行政制裁金とか違反金の定義とい

う問題がありますけれども、これはものすごく広く概念規定をして、例えば行

政手続の下で課せられる金銭的不利益処分とか金銭の支払命令という意味で解

釈して、ある意味で刑事手続とは調査権限とか立証程度とか効果、措置が違い

ますので、そこで刑事の罰金とは区別するという意味で、行政手続の下で広く

課される金銭的不利益処分という形で違反金とする。というのは、一つの目的

は今までの課徴金も含める形で一括して違反金制度なり行政制裁金制度という

ものを入れる形の定義ができないかというわけです。 

 その理由は幾つかあります。私は今までの課徴金制度であっても不当利得の

額を正確に立証するというのは実際には不可能であって、今までの６％という

掛ける金額ですら擬制もいいところなので、とりあえずそれにしましょうとい

う金額を掛けたものであって、決して不当利得そのものではない。そんなもの

は計算できるはずもないという気がしますので、ある意味で不当利得にこだわ

らずに、実際には行政上の不利益処分、行政手続の下での不利益処分であった

ということが今までの実態かと考えています。 

 それから、私は英語でこの論文を説明する場合、今までの surcharge という

定義を外国人に英語で説明する場合には私は必ず administrative fine という
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ことで説明して、むしろ日本の課徴金制度というのは課す、課さない。それか

ら、幾らの金額を課すかについて裁量性を持たない硬直的な行政制裁金だと、

外国ではその方がわかりやすいのでそのような説明をしてきました。そういう

意味では、それも含む形で広く行政手続の下で下される金銭的不利益処分とい

う形で含んでもらえれば、非常に広いですけれども、もしそれが可能ならば非

常にわかりやすい説明になるかという感じがいたしております。 

○塩野座長 どうもありがとうございました。広くお考えいただいて結構でご

ざいますが、ここのところは先ほどの議論とちょっと違いまして、一からやっ

ていただくよりは、どんなお金を課すのがいいのか、抑止効果としてどうなの

か、その課し方は抑止効果の点からしてどうなのか。そういう点からお考えい

ただきます。 

 何度もこれは申し上げておりますけれども、私の先生である田中二郎先生と

私の「制裁」という言葉は同じなのですけれども、宇賀委員になるとまた違っ

た言葉を使います。だから、言葉の使い方はもう一切ここではやらないで、ど

ういうお金をどういう根拠でどういう手続で、特にこの場合には審査の過程な

どはまた別ですけれども、裁量の問題ですね。どういう要件を考えて課したら

いいのかということを率直に御議論いただいて、そういった考え方は一本化方

式になじむのか、併科方式になじむのかというのは後々の整理になりますし、

更にその定義付けなどというのは最後のことで、場合によってはやらなくても

いいのかもしれません。 

 それから、名前をどうしてもここで付けたいとおっしゃるならば付けても結

構でございますけれども、その名前が内閣法制局、国会を通るかどうかは保証

の限りではありませんので、名前について余り一生懸命議論をしないで専ら事

柄の実態について御議論をいただきたいということでございます。 

○村上委員 追加でもう一つよろしいですか。私はどういう形の制裁金額を算

定する仕組み、制度をつくるにしても、結局各国でやっていることの一番基礎

的なところは変わっていないので、当該カルテル談合の対象商品の違反期間中

の売上額というものをベースにして、そこに 10 なり 20％の率を掛ける。そう

いう形を基礎金額として動かしている感じがします。そうすると、最初の対象

商品の売上高というのは当然違反行為の経済的なインパクトを見るとか、国民

の経済的な影響を見るという形になると思います。 

 ただ、その次の 10 とか 20 の掛け率の数字で出していくものは何を見ている

かというと、結局はその企業の得た不当利得みたいなものが頭にあってそうい

う掛け率をやっているのではないか。そういう意味では不当利得もあるし、基

礎金額としてはその辺くらいがまずは基本なので、それ以外の基本的な金額と

いうのはなかなかだれが考えてもないのかなと、まず算定金額を決める場合の
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第１段階はそんな感じを持っております。 

○塩野座長 どうもありがとうございました。 

 では、石井委員どうぞ。 

○石井委員 私は中小企業の立場から発言させていただくことを御理解いた

だきたいと思いますが、先ほど榧野委員からお話があったように、今回の独占

禁止法の改正は、違反に対する世間の目が厳しくなり、非常に効果があったと

思います。課徴金の算定率が大幅に引上げられたことで抑止効果が上がり、リ

ーニエンシーなどの新しい制度とも合わせて成果が上がってきていると思いま

す。 

 このような状況を見ますと、今回の課徴金算定率の引上げは、課徴金の抑止

効果を十分に高めたと考えています。中小企業は、すでに現時点において競争

が非常に激しい状態にあります。この立場を御理解の上、課徴金というものが

どうあるべきかということをお考えいただきたいと思うのでございます。今、

我々は、中国との競争だけではなく、石油価格の高騰や銅の価格が約３倍も上

昇するなどの状況で、いかに適正な利潤を得るかということに対して非常に苦

慮しています。 

 例えば、得意先にいろいろなコスト増のことについて話をしても、なかなか

そういうものが認められない現実があるわけです。中小企業は、結局、競争を

強いられ、いかに大企業が利益を上げていくかということの渦の中に入ってい

ます。確かに今、日本の景気はよくなったと言われていますけれども、このよ

うな中小企業をめぐるいろいろな問題を含みながら現在があるということでご

ざいます。 

 そういう意味で、いろいろなご議論を聞いていて、私の考えは、改正された

独占禁止法にはいろいろな問題があるかもしれませんが、課徴金の水準につい

ては基本的にはいいのではないか。むしろ我々中小企業の立場からいくと、現

実の状況を見ていただき、適正利潤で競うことのできる、真に公正な競争を維

持していただくことによって、より健全で競争的な社会が成立するのではない

かという考えを持っていますので、この場を借りてお話をさせていただきまし

た。 

○塩野座長 どうもありがとうございました。今のお話は我々の検討会の今後

の議論の全般に関わることでございますので、先ほどから村上さんの方では課

徴金を幾ら上げても大企業は全然困らない、中小企業の方が困るだけだという

ことがありましたけれども、そういう市場のことも考えて議論をしてほしいと

いう御意見だと思います。御指摘をありがとうございました。ほかに何かござ

いますか。 

 では、根岸委員どうぞ。 
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○根岸委員 今の議論をするのに、相互に関連しているので１つだけというの

はなかなか難しいんですけれども、今度こういう課徴金の対象行為をどうする

かということともかなり密接に関係していて、今回は不当利得相当額を取ると

いうことをベースにして、少しそれに上乗せができるというか、そういうこと

でやはり不当利得をベースにしているわけです。それは、違反行為の対象行為

がある種、利得がそれなりにわかるというか、比較的わかりやすいということ

を前提にしていて、この対象行為がどんどん広がってしまうとそういう議論が

なかなか難しいことになってしまう。 

 そうすると、その上限にしてもベースにしても何か違うものを考えなければ

ならないということで、それをどうするかというのは非常に難しい問題で今、

村上委員がおっしゃったように売上額ということが多分一つのわかりやすい例

ではあるのですけれども、そういう問題というか、ここでどうすべきかはまだ

お話の段階ではないと思いますので、そういう問題があるということです。 

 それから、現在でも公正取引委員会の審判事件というものは課徴金の事件が

非常に多くて非常に争いがあるわけです。したがって、いろいろな要因を組み

込めば組み込むほど争いの種が幾らでも出てきて、ますます審判手続とか、あ

るいは課徴金の納付を命ずることは非常に難しくなるという問題がありますの

で、私としては先ほども小林委員からお話がありましたように、裁量は全く認

めないというわけではないけれども、極力限定的にして予測できるというか、

要件としてはできるだけ明確に機動的に発動できるようにするということで、

余りいろいろな要因を入れることには反対です。 

 それで、浜田委員がこの枠の外だとおっしゃったのはちょっとわかりません

が、御案内のとおりアメリカの量刑ガイドラインでコンプライアンスをちゃん

とやっていたらその軽減要因になると書いてあるわけですが、その要件は非常

に厳しいものなんです。それで、実際のところ反トラスト法ではそういうもの

は今まで例がないということを鑑みますと、あれを一つ一つ行政手続の中で合

っているかどうかをチェックすることは極めて困難ではないかと思います。減

免制度というのは確かにこのコンプライアンス体制の整備のインセンティブを

与えたわけで、今のところ２割の軽減措置と減免制度があって、それはやはり

コンプライアンスをしっかりやっていればうまくその負担を回避できるという

ところまでにとどめるべきであって、課徴金の金額を考える場合に一つ一つ各

企業のコンプライアンス体制を見るというようなことは行政上の措置としては

不適切ではないかというふうに現在のところは考えております。 

○塩野座長 ありがとうございました。そういう一般的な基本的な考え方につ

いていろいろ御意見をいただければと思います。 

 では、佐野委員どうぞ。 
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○佐野委員 今のコンプライアンスのお話ですが、コンプライアンスは一般的

には法令遵守と言われていますので、法令遵守できていたら軽減というのは…

…。 

 法令遵守というのは最低限のことであって、それをここに出すこと自体、私

は反対であって、これはすべての企業が守らなければならないことではないか。

私はコンプライアンスをそうとらえていますので、ここで軽減の対象として入

れる必要はないと思います。 

○浜田委員 まさにそういう御批判を考えて、将来に向けての約束という形に

アレンジし直した方がいいのではないかというのが、先ほど私の申し上げた点

です。 

 つまり、根岸委員がおっしゃいますように、やはり簡単に迅速に運用できる

ような制度にした方がいい。コンプライアンス体制が今どの程度きちんとして

いるのかなどということを判断するのは大変ですし、きちんとしていなかった

からこそ違反行為が起こったのではないかというもっともな御批判も生じます。

しかし、将来に向けて本当に一生懸命やります、絶対再発させないようにしま

すという約束をする、そしていわば将来を担保に入れていただくという意味で、

万一違反行為が10年内に起こったら違反金が自動的に２倍になったり3倍にな

ったりするという制度にすれば、コンプライアンス体制の整備をしっかりやら

ざるを得ないという状況を自分でおつくりになることになる。それを認めよう

ということですから、今のような御批判にはあたらないようなものを枠外でひ

とつ考えてみることができないかということでございます。 

○佐野委員 私は枠外も何も、それを守らなければ企業は……。 

○諸石委員 違反をしたということは即コンプライアンスができていなかっ

たということで、その中でコンプライアンスを議論するのがおかしいという御

意見だろうと思います。それはよくわかるところはあるのですが、もともとコ

ンプライアンスというのがアメリカの量刑基準のように悪いことをして、それ

に対してどれだけの不利益を加えるかということの判断基準として、何でまた

コンプライアンスを持ち込んだかというと、それによって違反をしないような

インセンティブをどうつくろうかということで考え出された制度で、もともと

違反をしない企業だったらコンプライアンスなんて関係ないわけです。 

 もう一つは、コンプライアンスというのは幾ら一生懸命やっても 100％でき

るとは限らないというところから出てきた。今、浜田先生も私も会社法でコン

プライアンスを何とかクローズアップさせようというか、定着させようとして

いる一員なのですが、違反があったからコンプライアンスは守られていないに

違いないとすぐに言われます。コンプライアンスに欠陥があったのではないか

ということは言えても、それが会社ぐるみの違反なのか、あるいはトップの意
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向とは無関係にやった違反なのかというのはいろいろな場合がある。それから、

個人の刑事罰という議論のときにも、トカゲのしっぽ切りで本当は悪いのはト

ップなのだけれども、だれかに責任を被せるという場合も中にはもちろんあろ

うかと思います。 

 しかし、一方で今コンプライアンスの世界で問題なのは、トップが幾らコン

プライアンスを言ってもそれを聞かない違反常習者のムラの論理というものが

あって、そこではなかなかコンプライアンスが浸透しないということが悩みで

はないか。その辺の議論を無視して、違反をしたからにはコンプライアンスは

守られなかった。違反をした企業がコンプライアンスを言うのはおこがましい

と言ってしまいますと、コンプライアンスというものの考え方が成り立たなく

なるということを申し上げておきたいと思います。 

○塩野座長 どうもありがとうございました。 

 では、村田委員どうぞ。 

○村田委員 もともと先ほどの資料３においても、「違反行為に対しては課徴

金で迅速・効率的に対応する」という記載がありましたが、排除措置命令につ

いては迅速になされる必要があると思いますが、課徴金そのものを迅速に課さ

なければならない必要性が本当にあるのでしょうか。それよりも、やはり事案

の実態に応じていろいろな考慮要素をきちんと判断した上で、特に高額になれ

ばなるほど、そういう必要性が出てくるのではないかと考えております。 

 なお、ＥＵで新しいガイドラインが出たということで、以前も一度御質問さ

せていただいてまだ回答をいただいていないと思うのですが、先ほど紹介があ

った欧州のビタミンカルテルでも 500 億円の制裁金が課されたということで、

絶対額は紹介されますが、その金額は当事者であるホフマン・ラ・ロシュ社に

とって、全世界売上高の何％に相当する金額だったのでしょうか。ＥＵで全世

界売上高の 10％という非常に高額の上限金額が定められている中で、実際に課

されている水準との関係で、ＥＵのガイドラインをどのように評価すればよい

のかが正直申しましてよくわからないと思っております。 

 例えば、これまで課された制裁金の中で、一番高額といわれるケースが現実

に、全世界売上高の 10％に近い額ということなのか、それとも実際に課されて

いる水準と 10％相当額との間にかなりの差があるのか、もし後者であれば、そ

の差の部分の考え方についてお教えいただければと思っております。 

○塩野座長 その点は後日ということですか。それとも、次回にでも。 

○東出参事官 数字は次回以降ということでお願いいたします。 

○塩野座長 では、よろしくお願いいたします。 

 それでは、山本委員どうぞ。 

○山本委員 コンプライアンスの問題に関連するんですけれども、やはり課徴
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金というものは我々が議論しておりましても行政制裁ではないかという考え方

が非常に強く出ておりまして、制裁だと言われるとコンプライアンスが問題に

なるではないかというようなところに直結しやすいものがありまして、先ほど

の二重処罰の問題もありますけれども、道義的非難というような要素がここに

入ってくるのであればコンプライアンスということは当然出てくるのでしょう

が、単に課徴金というものを行政上の制裁と切り離してしまえば、コンプライ

アンスを行政問題で考慮するということは余り議論としては出てこないのでは

ないかと思います。 

○神田委員 お二方からお話があったのですが、定着させるのはもちろん当然

だと思うんですけれども、そのためにと言ったら語弊があるかもしれませんが、

そのためにここに持ち込んで関連づけるということはなじまないんじゃないか

という気がいたしました。 

○塩野座長 どうもありがとうございました。 

 コンプライアンスに議論が集中していますけれども、私は行政法的な一般論

を申し上げておいた方がいいと思いますし、今、山本委員からも御発言があり

ましたが、何々だからという議論は先ほど申しましたように当分伏せておいて

いただいて、行政制裁だからということではなくて、要するにコンプライアン

スを持ち込んだ方が抑止効果があるかどうかということで、そのときにコンプ

ライアンスを持ち込むと制裁的な色彩が非常に強まるのでいかがなものかとか、

そういう御議論をしていただきたいと思います。 

 そこで、簡便とか、要するに非常に機械的にどんどんいくのがいいかどうか

という問題ですけれども、行政法的にはそれは決まっていないんです。どこで

決まってくるかというと、一つは処分の大量性だと私は思っています。つまり、

道路交通法違反をして、何で今日は 120 キロで走ったのか、うちでけんかした

のかなどと聞いていたらだめですから、そこはどんどんきちんと決めていく。 

 それから、税の場合も大量的なものだと私は基本的に思っておりますし、ま

た税は基本的には税の取り残しだということですから、税金を納めるのに対し

て、あなたは日ごろいいことをしているから免じますなどという話はないわけ

ですから、そういった大量性の問題と事柄の性質上、行政上の不利益には非常

にカテゴライズしたものしかない場合もあります。 

 けれども、例えば行政上のいろいろな措置でも、営業停止などについては諸

般の事情を考える。その最たるものが公務員の懲戒免職の処分でして、この場

合、最近は割合機械的に飲酒運転即何々というものがありますが、あれは基本

的には諸般の事情を考えて考慮する。分限処分に至っては全人格的な諸要素を

全部考慮するということでありまして、いろいろ考えるのは当然の話というこ

ともありますので、行政上の制裁あるいは行政上の不利益処分だから機械的に
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淡々とやるべしということにはならないということで、専らこの問題はどう考

えるかということで御発言をいただければと思います。 

 それから、裁量制という言葉がいろいろ出ておりますけれども、余り裁量と

いう言葉にとらわれないで、先ほどからのお話のように何を考慮事情として入

れるかがまず基本的な問題になります。ですから、コンプライアンスというも

のを入れてみるか。それが一番の問題で、その後で、ではコンプライアンスを

判断するのには裁判所ではなくてやはり公正取引委員会の判断が優先するとか、

そうなると裁量の問題になりますけれども、そういう問題としてお考えいただ

きたいと思います。 

 それからもう一つは、先ほど根岸委員のお話では今、課徴金問題をいっぱい

抱えているので公正取引委員会はパンクしちゃうよと。それはおっしゃるとお

りだと思います。 

 だけど、パンクしちゃうからだめだとは制度論としてはなかなか言えないの

で、パンクするんだったら人員を増やせばいいじゃないかという議論がすぐ出

てきます。そうすると、人員を増やそうにも増やせないということで、それは

ここでの議論になるかどうか。そこはフィージビリティの問題としてもう一度

後で議論していただくとしましては、これをやると公正取引委員会が大変だか

らどうかというのは後からの議論にしていただきたいと思います。 

 そこでコンプライアンスなんですけれども、先ほどのことから申しますと私

はやはり諸石さんの意見ではないかなという気がするんです。理論的にはコン

プライアンスをしていれば起こらないというんですが、起こってしまったとき

に、ではコンプライアンスを守っているということについていろいろ考えてみ

る。それで、この場合には課徴金にまでは至らないということの判断というの

は行政法的にはよくあり得ることだと思いますが、しかし、それがベターかど

うかということはまた別の議論かと思います。 

○村田委員 コンプライアンスについても先ほど諸石先生がおっしゃったよ

うに、その企業が今までどれだけ本気でコンプライアンスのために具体的な施

策に基づく徹底をしてきたのかどうかということを考慮要素に入れることに合

わせて、例えばＥＵの新しいガイドラインにも出ていますように、実際の捜査

協力をどの程度やったのか、やらなかったのかということや、主導的立場か限

定的な関与に過ぎなかったということなども評価すべきと思います。また、そ

れに加えて申し上げたいのは、ＥＵでは今回のガイドラインが出されるはるか

前から、先ほど浜田先生がおっしゃったように、審査対象になった事案を真剣

に反省し、将来の再発防止に向けて、競争法コンプライアンスプログラムをし

っかりと徹底していくからということで、実際に課徴金が減額されているケー

スもあるはずです。 



 44

 過去のコンプライアンスの実績を評価の対象にすることはもちろん、課徴金

を減額していただく分、全社的にこのような体制や方策を行って、二度と再発

しないようにその会社としてきちんと取り組んでいきますということで、課徴

金の減額が認められ、しかも再発防止策の実行状況を毎年欧州委員会に報告す

ることによって、実質的に担保されているというような事例もあるはずでござ

いますので、そういう方法も検討の余地があるのではないかと思います。 

○神田委員 そういうことではなくて、やはり何をやったかということで私は

判断する方がわかりやすいと思うんです。そういったことを加味していくこと

で非常にわかりにくいというか、透明性ということが言われておりますけれど

も、そうしたこととまた絡んできてしまうのではないか。私たちはあくまでも

何をやったのか、どういったことをやったのかということを基準に進めていっ

てもらった方がわかりやすいし、問題も少ないのではないかと思います。 

○松井委員 コンプライアンスもそうなんですけれども、一般に私はどちらか

と言うと裁量制は限定的にすべきだと思っていまして、特に日本の今の実情と

いいますか、先ほどの大量化、少量化という問題で、例えば欧州、特にアメリ

カと比べて談合カルテルが多いというのが印象で、実際にデータとしてもある。 

 そういう中で競争規範を根付かせていくには、そして企業の側に考え違いを

起こさせない。それから、公正取引委員会の方も余り強圧的になるというおそ

れを企業に抱かせないためにも、透明性を高めるということがとにかく第一で、

将来的に競争規範みたいなものに根付いて、そういった事件、事例というもの

がどんどん少なくなってくれば、その時点で法律も変わっていくのかなという

気がしておりまして、今の段階では、とにかくだれが見ても、例えば売上高で

あるとか、累犯だとか、そういうような限られたもので違反金なり何なりを課

していくことが必要なのではないかと思います。 

○塩野座長 では、浜田委員どうぞ 

○浜田委員 先ほどの神田委員の御発言との関係ですけれども、何をやったか

という過去を見て、これは道義的非難に値するからしっかりと不利益な制裁を

科していく。これはまさに刑事法的な発想であって、そういうものは社会にき

ちんとなければいけないと思います。それとは別に、併科方式でもって行政的

な制裁をもう一つ置くことの意味は、やはり政策誘導ができるというところに

あるのではないかと思います。何をやったかということできちんと何とかせよ

ということですが、実際は世の中で何をやったかをはっきりさせること自体が

きわめて難しいというのが現実なのではないでしょうか。ですから、そういう

ことが起こらないような体制を企業の中でつくっていただく。このような抑止

力を、会社の内部においても強化していくことが将来の日本にとって一番重要

なことであって、そのために今、躍起になっていろいろな方面からコンプライ
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アンス体制を確立させようと皆、努力しているわけです。独禁法においても、

そういう努力を組み込む形での制度設計ができるとすれば、行政的な制裁であ

るからこそでしょう。 

 したがいまして、捜査への協力は、実はこの点が要だったりするわけですか

ら、政策的に取り入れることも考えられる。それから、将来はもう決してやり

ませんという体制をつくったというのであればその点は評価するけれども、そ

の代わり、再発したときは、制裁はいっそう重いといった制度設計をすること

によって抑止の方向へ皆を誘導していく。とりわけ、企業の中で一生懸命違反

行為を抑制しようと頑張っていらっしゃる方を支援するような制度設計にして

いく。こういうことができるのは、過去に向かっての非難だけではない行政的

な制裁の特徴であり、これを生かす方法も併せ持つべきだと思います。 

○塩野座長 そうすると、コンプライアンスは入れた方がいいという御意見で

すか。 

○浜田委員 簡易に運用できるような形で、コンプライアンスを入れた方がい

いということでございます。 

○塩野座長 コンプライアンス以外には何かないですか。 

○宇賀委員 資料４の２ページですけれども、ここで私の考えは主な意見の中

の真ん中なのですが、抑止効という観点から考えた場合、先ほど小林委員も言

われましたように、最低限不当利得額の部分を剥奪する制度でなければならな

いと思います。抑止という観点から考えますと、実際には摘発率にもかなり影

響すると思うんです。摘発率が低ければそれだけ企業が行動計算するときにリ

スクを小さく評価すると思います。 

 あとは、これも根岸委員がおっしゃられたように、中には不当利得額という

ものが観念できないような違反行為もあり得ますので、その場合にどうするか

というのは私もまだ知恵がないんですけれども、少なくとも不当利得額を観念

できるようなものについて違反金を制度設計する場合には最低限不当利得額を

剥奪し、それにプラスアルファということになると思います。 

 そのプラスアルファをどうするかということを考えるときは、これも今後の

議論ですけれども、ほかの違反抑止効がどの程度重ねて取り得るのかというこ

とを合わせて考えていき、ほかで十分な抑止効が働くのであればこの違反金の

プラスアルファの部分を過度に考える必要はありませんし、それがうまく働か

ないということであれば、違反金の方でこのプラスアルファの部分をかなり考

えていく必要があるということになるかと思います。基本的にはそういうスタ

ンスで考えていくべきではないかと思っております。 

○塩野座長 今のお話は、併科方式の場合と一本化方式の場合、一本化方式だ

とこちらの方がなくなりますから、それはやはり少し高くしないとおかしいと
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いうことにつながってきますね。 

○宇賀委員 一本化方式を取っても、法人も含めるかどうかは別として、現状

でも課徴金が課されている数と、それから刑事制裁まで科されている数とは極

端な差があって、実際には併科というのは本当に例外的な場合だと思います。

ですから、併科方式を取った場合であっても極めて例外的な場合にしか刑事制

裁が科されないということが実態として考えられ、併科方式を取る場合であっ

ても通常は違反金だけという場合には違反金の方のプラスアルファを考慮して

いく必要があるのではないかと思います。 

○塩野座長 では、増井委員どうぞ。 

○増井委員 考慮要素としてどんなものを考えるかという点なのですが、やは

り独占禁止法１条の目的を少し踏まえた方がいいのではないか。特に、独占禁

止法第１条の最後のところのくくりでありますが、一般消費者の利益を確保す

るということと、国民経済の民主的で健全な発達を促進するということが独占

禁止法の目的として挙げられております。 

 そういう観点から見ますと、私は基本的に今、宇賀委員の言われたことと同

じことを実は考えていたのですが、それをより具体的に考えた場合には、先ほ

どから話に出ているＥＵのように違反期間であるとか、売上高ですとか、そう

いうようなものを踏まえ、そしてまた主導的な立場にあったかどうかというよ

うなことを踏まえて考えていくことが必要ではないか、つまりＥＵの基準があ

る程度独占禁止法１条の目的に沿うものというふうに理解をしているわけです。 

 そういう立場からしますと、コンプライアンスの問題は私はそんなに大きな

問題ではないという感じがしています。むしろ私の考え方としては、神田委員

のお話になった感覚に近いのですけれども、仮にコンプライアンスの問題を裁

量の一部として考えるとしても、どんな法令遵守の体制をつくっても悪いこと

になる、そのことについての多少の努力は認めるし、それを裁量の要素になる

余地はあると思いますが、基本はやはり消費者の利益と国民の経済の発展とい

うところから見て、大まかにいうと、ＥＵのつくるような基準をつくって、こ

れを生かして、運用していく。そして、それも時間的な経過も踏まえて、少し

ずつ透明性、あるいは予見可能性を高めていくような方法を考えてはどうだろ

うかと思っております。 

○塩野座長 今、透明性のお話が出ましたので一言、また行政法的なことを申

しますと、併科方式であれ、どちらの方式であれ、処分基準をつくらざるを得

ないと思うんです。これは行政手続法では「ものとする」ということで努力義

務になっております。今の行政法の相場では不利益処分するに当たっても基準

はやはりつくってそれを公にしておく必要があるのではないかというのが大体

の認識です。それを行政庁に対して義務的にするかどうかというのは今後の御
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議論だと思います。 

 それで、それは何かというと、つまり透明性を図ろうというのが今の行政法

の一般的な努力でして、行政は透明性がないと松井さんに言われてしまうとち

ょっと困るんです。むしろ私の方から言えば、裁判所の方がよほど透明性がな

いんです。何で懲役刑がこれは５年で、これは６年なのかというのは国民から

見てわかりにくい。行政の方が透明性があるというのが私の理解ですけれども、

それは割合法律で仕掛けをどんどんつくれるということなんです。裁判所に処

分基準をつくれと言っても裁判所は絶対つくらないですし、つくりようがない。

それは法律は違憲だなどという議論が出ますが、行政法の場合には処分基準を

つくりなさいと言っても、それは違憲の問題ではなくていいことだということ

になります。 ただ、問題は考慮要素がうまく書けるかどうかということなん

です。非常にアバウトに消費者の利益の確保を考慮してなどということは恐ら

く透明性がないではないかと松井委員はすぐ言われるわけですけれども、それ

をもう少し具体的に、例えばＥＵの違反期間の考慮という形でくるかどうか。

そういった問題はございますので、そこは御理解をいただきたいと思います。 

 では、松井委員どうぞ。 

○松井委員 １点だけ簡潔な質問なのですが、資料４の４ページの広い裁量性

を認めるべきというのと、裁量性は限定的にすべきというのと、何か基準があ

っておっしゃられていると思うのですが、これは例えばＥＵのものが念頭にあ

るのか。どこを基準にして広いとか限定とか言っているのか。そういうことが

もしあればお願いします。 

○東出参事官 広い、限定というのは一番広い裁量という場合には、こういう

考慮要素があったときに減額なり加算することができる、その事実があっても

減額なり加算ということをするかどうかも裁量の範囲内になる、あるいは、ど

れぐらい足したり引いたりという割合ですね、そちらの方も裁量だと、これが

一番広いパターンなんだろうと考えております。 

 それで、限定的の方は、こういう事実があったら何％引きなさい、足しなさ

い、こちらの方がかなり限定されるところだろう。広い狭いというのはそうい

うイメージでここはつくっております。 

 では、どの辺から限定的になるかというところまで考えて広い、限定的にと

いうのを分けたわけではございません。発想としてはそう分けたということで

す。 

○松井委員 例えば議論をするときに恐らくＥＵの制度を前提として、ここに

比べてこの点は裁量性が広過ぎるので、これは入れるのをやめた方がいいとか、

ここは日本でも取り入れた方がいいという整理の仕方はありますか。 

○塩野座長 先ほど申しましたように、裁量性の問題として議論をしないでこ
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の考慮要素、例えば先ほどのＥＵのあれで申しますと、違反期間でこんなもの

を考慮したらいいのかどうかということでまず議論をしていただきたいと思う

んです。 

 それで、それを課すか課さないか。これは行政法の言葉で言うと効果裁量で

すけれども、その辺は後から議論をすればいいことです。それは公正取引委員

会にとっては大変かもしれませんけれども、一般消費者にとってはここの検討

会ではそれほどそこに集中する必要はないので、問題はどの事項について考慮

するのか。それとも、もう悪いことをしたんだから一切減免はなしで考慮しな

いということを単純に決定すればいいというふうに考えるかということだと思

います。 

 根岸委員、どうぞ。 

○根岸委員 何を考慮して課徴金の加減算というか、そういうことがあり得る

かということですね。今、期間というふうにおっしゃったわけですけれども、

期間は日本の場合には終わってから３年と決まってしまっていて、それ自体も

私は余り合理性はないと思いますけれども、しかし、期間は非常に日本では限

られている。それもこの懇談会で議論していただきたいと思いますけれども、

その議論をした上で期間というのはもちろんあるかもしれません。しかし、今

は終わってから３年ともう限定されてしまっている。 

 ＥＵはもう一つ、違反期間と重大性ということですね。その重大性は、これ

を加減算の要因にするには相当時間がかかるというか、機動的に運用するのに

適さない。重大性をどんどんやりますと、これは刑罰の方に移ってしまうとい

うようなことにもなりかねないので、現行法では事業者の規模と、業種と、そ

れから早期にやめるというときに減じる。それから繰り返しというものがあっ

て、かつ減免制度というものがありますね。 

 私は、それ以上に何か個別のことを入れることができるかというところに疑

問があるということです。 

○塩野座長 それは考えてみないといけないところですね。 

 ただ、重大性を考えると刑罰にいくというのは、２本立てを考えたらそうな

ので、先ほどから何回も繰り返しておりますように、懲戒免職は重大性を考え

るんですね。それはどういうことかというと、懲戒免職の場合にはやはり規範

があるんですね。それは刑事罰の規範とは別に、公務員の秩序維持というため

の規範がある。 

 そこで仮に先ほどちょっと説明を省略しましたけれども、一本化した場合に

はやはり市場に参加しているものの規範の違反を問うているわけです。その場

合に課徴金というものを課すのか、それとも刑事罰でいくのかということなの

で、市場の規範に違反していないものについては何もおとがめだてはないわけ
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です。 

 ですから、非常にとがめだてをしているわけなんです。それを道義的な違反

というふうに見るのかどうかは別ですけれども、行政の場合に公務員が職権濫

用をした場合には、それはそれとして刑事罰の対象になりますし、懲戒罰の対

象になる。それで、その場合には違反行為の悪質性などを見るということもあ

り得るのですけれども、この場合には特に刑事罰との関係があるから二重処罰

は難しいという話は昔からありますが、そのときに行政の方はこうやると刑事

罰になるからそれはだめだという議論は、私はないと思っているんです。 

○根岸委員 それはそうなんですけれども、そういう議論があるということで、

私自身がそういうふうに考えているのではなくて、私としてはもちろん現在の

併科方式でやる。そして、悪質重大なものは刑罰にいく。そして、通常はそう

いうことは余り考慮せずにということで、できるだけ透明性を保った基準がよ

いという考えです。 

○塩野座長 先ほどの繰り返しになりますが、重大性の方で刑事罰によるとす

るのは本当に少ないんです。だから、皆、割合軽くて済んでいるんです。そこ

は、抑止力が高まっているかどうかというところを議論していただきたいと思

います。こちらは何かやるとすると刑事罰と近くなってしまうからだめだとい

う議論がありますので、そこをどういうふうにクリアするかということです。 

○根岸委員 それは、課徴金の算定率をどうするかということともかなり関わ

っているわけで、産業界では多分今でも厳しいという議論なので。 

○塩野座長 資料４がまだ残っていますが、資料４を議論するについては資料

３との関係もございます。この点はまた次回に時間がございますので、今日の

議論を皆様方もお考えになりながらまたそれぞれお考えをまとめていただけれ

ばと思います。 

 ちょうど 12 時半になりました。事務局の方から何かございますか。 

○別府次長 次回の会合の御案内でございます。大変次回は近接しておりまし

て、来週の９日の木曜日、同じく午前９時半から３時間の予定でこの場所で予

定しておりますので、またよろしくお願いいたします。 

○塩野座長 それでは、今日はこれで終わります。どうもありがとうございま

した。 

（了） 


